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原著

わが国のへき地診療所における看護活動の特徴
－2003年，2008年，2013年の比較から－

Characteristics of the Nursing Activity in Rural and Remote Clinics in Japan
－Comparison of the Findings of 2003 and 2008 and 2013－
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要旨
わが国のへき地診療所における看護活動の実態と構成する因子を明らかにするとともに，2003年および2008
年の全国調査結果との比較により，看護活動の特徴と今後のあり方を検討することを目的とした．へき地診療
所833施設の看護師に郵送自記式質問紙調査を配付し，先行研究に基づく看護活動内容19項目の実施割合を調
べ，また，因子分析を行った．回収数(率)は337通(40.5％ )であった。結果，(a)住民のつながりや地域資源の
アセスメントに基づく関係機関とのネットワークづくりと連携，(b)場と対象に合わせた多様な方法を用いたア
プローチによる患者・家族の療養生活および介護支援，(c) 救急搬送時の対応の3因子が抽出された．看護活動
の特徴はアウトリーチ活動や予防活動を含むマルチで包括的な活動であることが示唆され，今後のあり方とし
て救急搬送時の初期対応能力を高めていくこと，関係機関とのネットワークで対応する問題を明確にし機能し
ていくこと等が考えられた．

Abstract
The purpose of this study is to examine the characteristic of nursing practice at rural and remote clinics

in Japan by clarifying the actual situation of the nursing activity including a factor constituting them. Self
administered questionnaires by mail were distributed to the nurses of 833 rural and remote clinics, and the 
ratio of respondent who carried out nursing practice 19 items created based on a previous study was 
calculated. In addition, those responses were analyzed by a factor analysis, and those extracted factors were
compared with the factors extracted in the study that we carried out in 2003 and 2008. We received 
responses from 337 nurses (40.5% response rate). As a result, three following factors were extracted: (a) after 
having assessed community relations and resources, network development and the cooperation with the 
relevant organizations, (b) support to patients with medical treatment and caregivers who care for a family 
by the approach using a variety of nursing practice methods depending on a place and a patient, (c) managing 
during emergency conveyance. It was suggested that the nursing practiced at rural and remote clinics was
characterized by multiple and inclusive activity including the outreach and prevention. The rural and remote
clinic nurses should enhance ability for initial managing during emergency conveyance. In addition, they will
have to play a role after having made the problem that should support by a network clear.
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Ⅰ．はじめに
わが国のへき地診療所には，へき地保健医療対策

実施要綱1）で定められた設置基準に基づき設置され
た診療所と，国民健康保険直営診療所のへき地診療
所設置基準に基づき設置された診療所がある．へき
地保健医療対策等実施要綱において，へき地診療所
の目的は無医地区等において，地域住民の医療を確
保することとされている．わが国の10万余りの一
般診療所の開設者は，個人，医療法人がそれぞれ4
割を占める2）中，へき地診療所の設置主体は大部分
が都道府県や市町村の自治体である．つまり，へき
地診療所の看護職は，自治体の「住民の福祉の増進
を図ることを基本として，地域における行政を自主
的かつ総合的に実施する役割を広く担う」（地方自
治法　第1条の2）という使命の担い手の立場にも
ある．

へき地における看護活動は，当該地域の状況に
よって一様ではないが，米国，加，豪州における研
究等3 ～ 6）から，高度な知識と実践技術をもつジェ
ネラリストによる看護活動であり，活動領域には外
傷ケアや外科処置，助産，労働災害への対応，緩和
ケア，健康増進などが含まれることが特徴とされて
いる．また，医療全般の専門職としての役割を託さ
れ，不足する専門職の実践領域もカバーしなければ
ならない活動とされている．また，へき地診療所
(rural clinic)における看護活動については，高度実
践看護師(Advanced Practice Nurse)やナースプラ
クティショナー（以下，NPとする）が運営する診
療所におけるマネジメント活動や機能が明らかに
なっている7,8）．

わが国におけるへき地診療所は，一般に地域資源
が乏しい状況の中で，住民に身近なプライマリレベ
ルの医療機関として重要な役割を果たしている．わ
が国においては，保健活動は市町村の保健センター
や保健所等，診療所とは別に役割を担う組織があり，
また，分娩まで取り扱うへき地診療所はほとんどな
い．このようにへき地における保健医療体制は諸外
国とは異なり，NP制度もなく，へき地診療所にお
ける看護活動は，前述したような諸外国の活動と同
様ではないと考えられた．しかし，へき地診療所に
ついての報告は，医師の活動や医療の現状9）が中心
であった．へき地における駐在保健師などの活動報
告10 ～ 12）には，地域住民の生活に根ざした看護活動
を展開してきた実績が示されており，へき地診療所
の看護活動についても類似した活動が推測された
が，その看護活動は明らかにされていなかった．

そこで，筆者らは2002年～ 2003年にかけて，過
疎地域，離島，山村地域，豪雪地帯といった様々な
地域特性にある3県6市町村における10カ所のへき
地診療所に勤務する看護師10名を対象に，半構成
的面接調査によりへき地診療所における看護活動を
調べた13）．この調査結果に基づき看護活動内容19
項目を設定し，2003年末にへき地診療所看護師を
対象とした国内で初めての全国調査を実施し14），さ
らに5年後の2008年に市町村合併の進行，並びに，
医師不足・看護師不足の問題および地域医療崩壊の
危機感の高まりを背景に同様の調査を行った15）．最
初の全国調査からこの10年間で，介護保険サービ
スの充実や地域包括支援センターの整備が図られ，
また「地域における医療及び介護の総合的な確保を
推進するための関係法律の整備等に関する法律」が
成立し，今後は団塊の世代が75歳以上となる，い
わゆる2025年問題に向けて，地域包括ケアシステ
ムの構築やより一層の在宅医療の充実がわが国の課
題となっている．へき地の保健医療福祉を取り巻く
状況の変化の中で，へき地診療所における看護活動
の実態と変化を明らかにし，高齢者の多い傾向にあ
るへき地においても前述した課題に対応していくた
めの看護活動の方向性を，へき地診療所の看護活動
の特徴を踏まえて検討していくことが必要であると
考えられる．

本研究の目的は，現在（2013年）のへき地診療
所における看護活動を構成する因子を明らかにする
とともに，過去（2003年，2008年）の調査結果と
の比較により，へき地診療所における看護活動の特
徴と今後のあり方を検討することである．

Ⅱ．研究方法
1.調査対象

調査対象は，へき地保健医療対策実施要綱に基づ
く各都道府県の第11次へき地保健医療計画におい
て「へき地診療所」とされている1,032施設のうち，
施設名から巡回・出張診療のみを実施していると推
察できた施設および歯科診療所，並びに，休止・廃
止となった199施設を除外した833施設に勤務する
看護師を対象とした．
2.調査項目
1）回答者の基本属性

回答者の基本属性として，性別，年代，取得して
いる免許，看護師経験年数，現在の診療所での勤務
年数を尋ねた．
2）回答者の所属する診療所の概要
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回答者が所属するへき地診療所の概要について，
所在する地方，所在する地域の特性，病床の有無，
常勤看護師数，常勤医師数，訪問看護の実施の有無
を尋ねた．
3）看護活動

先行研究13）に基づき設定した看護活動内容19項
目14）について，「行っている」，「少し行っている」，

「あまり行っていない」，「行っていない」の4件法
で尋ねた．また，その他として，19項目以外の看
護活動の内容を自由記述により尋ねた．
3.調査方法と調査期間

調査方法は郵送による無記名自記式質問紙調査と
した．へき地診療所に看護師が複数配置されている
場合でも，調査票は1診療所に対し1通のみを送付
した．調査票とともに返信用封筒を同封して郵送し，
回答後の調査票は郵送により回収した．

調査期間は2013年8月9日～ 8月31日としたが，
回収数が少なかったため，再度，調査協力を依頼す
る文書を送付し，同年9月30日までとした．
4.倫理的配慮

本調査は，個人情報を取り扱わない調査として，
筆者が所属する大学の倫理審査規程に則り，調査票
および返信用封筒は無記名とし，個人や診療所が特
定される情報は収集しなかった．調査への協力依頼
文書に，調査の趣旨，調査への協力は自由意思であ
ること，協力する場合でも答えたくない質問には答
えなくてよいこと，調査票は無記名であり個人や診
療所を特定する情報は収集しないこと，回答は本研
究の目的以外に使用しないこと，調査票への回答・
返送をもって調査協力への同意を得たとみなすこと
を明記し，調査票とともに送付した．
5.分析方法

統計解析には，IBM SPSS Statistics Ver.21を用
いた．
1）回答者の基本属性

回答者の基本属性と所属する診療所の概要は単純
集計を行った．2013年，並びに，2008年および
2003年の調査への回答者間で年齢，看護師経験年数，
診療所勤務年数に有意差があるか否かを確認するた
めに一元配置分散分析を行った．また，正看護師の
回答者に占める割合については，χ2検定を行い，
全体として有意差があった場合には，TukeyHSD
法による多重比較を行い，2013年，2008年，2003
年の回答者群間の有意差を分析した．
2）へき地診療所の看護活動の実態

看護活動内容19項目について単純集計を行った．

「行っている」，「少し行っている」を併せて『行っ
ている』とし，その回答者に占める割合を出した．
なお，2003年の調査については，行っている看護
活動について「大変よくあてはまる」，「よくあては
まる」，「ややあてはまる」，「あまりあてはまらない」，

「全くあてはまらない」の5件法で尋ねているため，
「大変よくあてはまる」，「よくあてはまる」，「やや
あてはまる」を併せて『行っている』とした．

また，19項目以外の看護活動内容の自由記述に
ついては，内容の共通性からカテゴリー化した．
3）へき地診療所における看護活動を構成する因子

と変化
看護活動内容19項目を用いて因子分析を行った．

各項目は4件法により回答を求めた．各項目は1－
4の値をとり，「行っている」を4とした．標本妥当
性の測度により，因子分析の適用妥当性について判
断した．抽出された因子について，2008年および
2003年の調査で抽出された因子と比較分析した．

Ⅲ．研究結果
回収された調査票337通（回収率40.5％）を分析

対象とした．
調査票を配付したへき地診療所が所在する地域別

の回収率は，北陸・中部地域が配付80通に対し回
収が45通で56.3％と最も高く，次いで九州・沖縄
地域が配付147通に対し回収が72通で49.0％，関東・
甲信越地域が配付116通に対し回収46通，39.7％，
関西･四国地域が配付213通に対し回収80通，
37.6％，北海道・東北地域が配付162通に対し回収
56通，34.6％，中国地域が配付115通に対し36通，
31.3％の順であった．
1.回答者の基本属性と所属するへき地診療所の概要
（表1）

回答者の性別は329人（97.6％）が女性であった．
平均年齢は49.1±8.1歳で，50代が167人（49.6％）
と約半数を占めていた．平均年齢は，2003年調査
の回答者の46.1± 8.5歳よりも有意に高かった

（p<0.05）．取得している免許は看護師が239人
（70.9％）であり，この回答者に占める割合は，
2008年調査の64.6％，2003年調査の54.2％よりも，
有意に高かった（それぞれp<0.05）．看護師経験年
数は，平均25.2±8.9年で，2008年調査および2003
年調査の回答者と有意な差はなく，20年以上が245
人（72.7％）と最も多かった．現在のへき地診療所
での勤務年数も，平均13.7±10.1年で，2008年調査
および2003年調査の回答者と有意な差はなく，20
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表1　回答者の基本属性および所属するへき地診療所の概要
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年以上が107人（31.8％）と最も多かった．
回答者の所属するへき地診療所の所在地方は，関

西・四国地域が80カ所（23.7％）と最も多く，次い
で九州・沖縄地域が72カ所（21.4％）であった．診
療所の所在地域の特性は，山間部が205カ所

（60.8％），過疎地が197カ所（58.5％），島しょ部が
75カ所（22.3％），豪雪地帯が56カ所（16.6％）であっ
た．無床診療所が303カ所（89.9％）と大部分を占
めていた．常勤看護師が2人以下の診療所が243カ
所（72.1％）であり，常勤医師がいない診療所が73
カ所（21.7％），１人が228カ所（67.7％）で併せて
約9割を占めていた．訪問看護を実施している診療
所は100カ所（29.7％）であった．
2.へき地診療所における看護活動の実態
1）看護活動内容19項目の実態（表2）

2013年調査における看護活動内容19項目の『行っ
ている』割合をみると，5割以上であった項目は19
項目中10項目であった．
『行っている』割合が最も高かったのは，【往診や

外来での診察の介助や処置】で94.7％であった．次
いで，【健康診断，予防接種，乳幼児健診の介助】
86.1％，【救急搬送時の初期対応】77.2％，【関係機

関との連絡】73.3％，【外来患者への日常生活指導】
71.2％の順であった．『行っている』割合が5割以上
であったその他の項目には，【医師不在時の応急処
置や初期対応】（68.0％），【救急搬送時，搬送先の
病院への状況報告，説明，申し送り】（67.7％），【地
域住民同士のネットワークや支え合い，つながり，
人間関係を把握】（64.7％），【地域に必要とされる
社会資源を把握すること】（59.1％），【要介護高齢
者家族に対する助言】（57.9％）があった．
『行っている』割合が最も低かったのは，【健康増

進や疾病予防のための教室の企画や開催】で9.5％
であった．次いで，【往診以外でも患者宅を訪問し
健康状態や生活状況を把握】33.2％，【受診のため
の送迎や受診手段などの援助】40.4％，【救急搬送
時の付き添い】42.1％，【在宅福祉サービス利用に
関わる援助】43.9％，【要介護高齢者家族に対する
介護方法の指導】45.4％，【住民のニーズに関する
自治体や関係機関への働きかけ】46.0％，【健康面
や生活面における電話相談】46.9％，【関係機関と
のミーティングへの参加】46.9％の順であった．
2）19項目以外の看護活動内容（表3）

自由記述で求めた19項目以外の看護活動内容は，

表2　へき地診療所において看護活動内容19項目の『行っている』割合
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【住民を対象とした健康教室・健康相談・保健指導
等の保健活動】，【医療・介護保険事務および薬剤･
物品管理】，【一次予防・二次予防高齢者に対する個
別または集団的アプローチによる介護予防活動】，

【独居高齢者を含む高齢者個々の状況に合わせた服
薬支援】，【看取りを含めた訪問看護】に分類された．
このうち【看取りを含めた訪問看護】は，今回の調
査で新たにカテゴリー化された看護活動内容であっ
た．2008年調査および2003年調査でカテゴリー化

された【検査・採血】，【介護保険業務】，【保健師や
居宅介護支援事業所との連携】，【地域の行事等にお
ける救護活動】に該当する記述はなかった．
3.へき地診療所における看護活動を構成する因子
（表4-1）

看護活動内容19項目を用いて因子分析を行った．
kaiser Meyer Olkin（以下，KMOとする）の標本
妥当性の測度が0.9と大きく，看護活動内容19項目
のデータに因子分析を適用してよいと判断した．因
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表4-1 へき地診療所における看護活動内容項目間の構造〔2013年調査〕－主因子法，バリマックス回転後の因子負荷構造－

表4-2　へき地診療所における看護活動内容項目間の構造〔2003年調査〕－主因子法，バリマックス回転後の因子負荷構造－

表4-3 へき地診療所における看護活動内容項目間の構造〔2008年調査〕－主因子法，バリマックス回転後の因子負荷構造－
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子分析の結果，【往診や外来での診察の介助や処置】，
【受診のための送迎や受診手段などの援助】，【健康
増進や疾病予防のための教室の企画や開催】，【健康
診断，予防接種，乳幼児健診の介助】の4項目は共
通性が0.3未満であった．これら共通性の小さい4
項目を除外した15項目で再度，因子分析を行った．
分析対象数は，15項目の全てに回答している309人
となった．KMOの標本妥当性の測度は0.904であっ
た．因子抽出は主因子法，回転はバリマックス法と
し，因子数は固有値1以上とした．その結果，3因
子が抽出され，累積寄与率は52.5％であった．

第1因子は，【地域に必要とされる社会資源を把
握すること】，【関係機関との連絡】，【住民のニーズ
に関する自治体や関係機関への働きかけ】，【地域住
民同士のネットワークや支え合い，つながり，人間
関係を把握】，【関係機関とのミーティングへの参加】
の5項目の因子負荷量が0.6以上であることから，［住
民のつながりや地域資源のアセスメントに基づく関
係機関とのネットワークづくりと連携］と表した．

第2因子は，【要介護高齢者家族に対する介護方法
の指導】，【在宅福祉サービス利用に関わる援助】，【健
康面や生活面における電話相談】，【要介護高齢者家
族に対する助言】，【往診以外でも患者宅を訪問し健
康状態や生活状況を把握】，【外来患者への日常生活
指導】，【医師不在時の応急処置や初期対応】の7項
目の因子負荷量が0.45以上であることから，［場と
対象に合わせた多様な方法を用いたアプローチによ
る患者・家族の療養生活および介護支援］と表した．

第3因子は，【救急搬送時，搬送先の病院への状
況報告，説明，申し送り】，【救急搬送時の付き添い】，

【救急搬送時の初期対応】の3項目の因子負荷量が0.6
以上であることから，［救急搬送時の対応］と表した．

また，各因子に含まれる個々の看護活動内容項目
が内的整合性をもつかどうかを判定するために，信
頼性係数を算出した．その結果，第1因子は0.87，
第2因子は0.86，第3因子は0.75となり，第3因子に
ついてはやや低いものの，それぞれ内的整合性をも
つと判定した．
4.へき地診療所における看護活動を構成する因子の
変化（表4-1，4-2，4-3）

へき地診療所における看護活動を構成する因子に
ついて，2003年調査では共通性が低い【往診や外
来での診察の介助や処置】，【受診のための送迎や受
診手段などの援助】，【要介護高齢者家族に対する助
言】，【往診以外でも患者宅を訪問し健康状態や生活
状況を把握】，【健康診断，予防接種，乳幼児健診の

介助】，【健康増進や疾病予防のための教室の企画や
開催】の6項目を除外した13項目で因子分析が行わ
れ，抽出された因子は3因子であった．第1因子は【地
域に必要とされる社会資源を把握すること】，【関係
機関との連絡】，【住民のニーズに関する自治体や関
係機関への働きかけ】，【在宅福祉サービス利用に関
わる援助】，【関係機関とのミーティングへの参加】，

【地域住民同士のネットワークや支え合い，つなが
り，人間関係を把握】，【要介護高齢者家族に対する
介護方法の指導】の7項目から構成される［住民の
つながりや地域資源のアセスメントに基づく在宅療
養者・家族支援］であった．第2因子は【救急搬送
時の付き添い】，【救急搬送時，搬送先の病院への状
況報告，説明，申し送り】，【救急搬送時の初期対応】
の3項目から構成される［救急搬送時の対応］であっ
た．第3因子は【健康面や生活面における電話相談】，

【外来患者への日常生活指導】，【医師不在時の応急
処置や初期対応】の3項目から構成される［多様な
方法を用いたアプローチによる外来患者管理］で
あった．

2008年調査では共通性が低い項目は2013年調査
と同様の4項目であり，15項目で因子分析が行われ，
抽出された因子は4因子であった．第1因子は2003
年調査の第1因子を構成する項目から【在宅福祉サー
ビス利用に関わる援助】，【要介護高齢者家族に対す
る介護方法の指導】を除く5項目から構成される［住
民のつながりや地域資源のアセスメントに基づく関
係機関とのネットワークづくりと連携］であった．
第2因子は，2003年調査の第1因子を構成する【在
宅福祉サービス利用に関わる援助】，【要介護高齢者
家族に対する介護方法の指導】に【要介護高齢者家
族に対する助言】を加えた3項目で構成される［要
介護高齢者家族の介護支援］であった．第3因子は
2003年調査の第3因子を構成する項目に【往診以外
でも患者宅を訪問し健康状態や生活状況を把握】を
加えた4項目で構成される［多様な方法を用いたア
プローチによる外来患者管理］であった．第4因子
は2003年調査の第2因子と同様であった．

2013年調査では，第1因子は2008年調査の第1因
子と，第3因子は2008年調査の第4因子と同様であっ
た．第2因子は2008年調査の第2因子と第3因子を
構成する項目を併せた7項目から構成される［場と
対象に合わせた多様な方法を用いたアプローチによ
る患者・家族の療養生活および介護支援］であった．
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Ⅳ．考察
本研究結果から，以下にへき地診療所における看

護活動の特徴と今後のあり方を考察する．
1.アウトリーチを含む多様なアプローチによる予防
を含めた患者・家族の療養生活および介護支援

結果から，看護活動内容項目の因子分析の結果，
抽出された因子には［場と対象に合わせた多様な方
法を用いたアプローチによる患者・家族の療養生活
および介護支援］があった．また，【健康増進や疾
病予防のための教室の企画や開催】といった看護活
動が行われていたり，19項目以外の看護活動内容
には，【住民を対象とした健康教室・健康相談・保
健指導等の保健活動】や【一次予防・二次予防高齢
者に対する個別または集団的アプローチによる介護
予防活動】，【独居高齢者を含む高齢者個々の状況に
合わせた服薬支援】があった．

へき地診療所の看護師は，医師不在時の初期対応
から外来患者への日常生活指導，保健活動や介護予
防活動まで実施している．加えて，高齢者の服薬支
援，並びに，要介護高齢者家族への支援や在宅福祉
サービス利用に関わる援助も行っている．へき地診
療所の看護活動を構成する因子の変化をみると，
2003年調査，2008年調査では［多様な方法を用い
たアプローチによる外来患者管理］が因子として抽
出されたが，2013年調査では，この因子を構成す
る看護活動項目に2008年調査で抽出された因子で
ある［要介護高齢者家族の介護支援］を構成する看
護活動項目が含まれて1つの因子となっていた．つ
まり，2008年時点では［多様な方法を用いたアプロー
チによる外来患者管理］，［要介護高齢者家族の介護
支援］がそれぞれ単独でへき地診療所の看護活動を
説明し得る活動であった．しかし，現在では［場と
対象に合わせた多様な方法を用いたアプローチによ
る患者・家族の療養生活および介護支援］という，
患者と家族，外来看護活動と在宅看護活動，要介護
状態になる前の介護予防を必要とする対象から要介
護状態にある対象までなどと，場と対象に合わせて
多様な方法を用いつつ一体的にアプローチする看護
活動こそが，へき地診療所の看護活動を説明し得る
活動になっている．この変化の理由として考えられ
ることには，地域包括支援センターの活動や介護保
険サービスの充実がある．2005年に創設された地
域包括支援センターは，2008年4月末では3,976カ
所であったが16），2012年4月には4,328カ所，ブラ
ンチやサブセンターも併せると7,072カ所17）と2倍
近くになっている．ここでは，高齢者の相談を総合

的に受けとめ，訪問して実態を把握し，必要なサー
ビスにつなぐ総合相談支援事業や，要支援者と虚弱
高齢者に対する介護予防・日常生活支援総合事業お
よび介護予防マネジメント事業等が行われており，
筆者等が2003年からへき地診療所の看護活動内容
として調べてきた要介護高齢者家族に対する助言や
介護方法の指導，在宅福祉サービス利用に関わる援
助，と重なる点がある．また，介護保険サービスに
ついては，居宅サービス，地域密着型サービス，居
宅介護支援，これらの事業所・施設が，それぞれ
2000年では41,631，675，17,176であったが，2012
年には107,260，21,243，35,885と大きく増加してい
る18）．これらのデータはへき地に特化したものでは
ないが，へき地においても地域包括支援センターや
介護保険サービス関連の事業所や施設の整備が確実
に進んできていると推察される．このような状況か
ら高齢者の療養生活支援や介護家族への支援につい
ては，地域包括支援センターや介護保険サービス従
事者において対応され，へき地診療所看護師との役
割分担が進み，要介護高齢者に特化した看護活動を
へき地診療所看護師が担わなくてもよい状況になっ
てきているのではないかと考えられる．一方で，高
齢者の服薬支援や在宅福祉サービス利用に関わる援
助も併せた療養生活および介護支援は，未だ地域資
源の整備状況に地域差があり，高齢化が他の地域よ
りも一歩も，二歩も進むへき地において，当該地域
に住み続けたいと願う高齢者を支える活動であり，
今後は要介護高齢者とその家族のみならず，診療時
を契機に援助の必要な対象を把握し，生活習慣病の
重症化予防や介護予防の視点も含めた看護活動がよ
り一層重要になると考えられる．また，医師不在時
の応急処置や初期対応は，研究結果1から常勤医師
がいない，または1人である診療所が約9割であり，
かつ当該地域唯一の医療機関としての役割を果た
す，へき地診療所だからこそ求められる看護活動で
ある．さらに，研究結果2の看護活動の実態から，
外来における看護活動のみならず，電話相談や往診
以外の患者宅への訪問によるアウトリーチ活動を展
開している．【健康増進や疾病予防のための教室の
企画や開催】は『行っている』割合が少ないが，そ
の他の保健活動や介護予防活動などを併せた予防的
活動や，アウトリーチによる活動は，へき地診療所
以外の一般診療所ではほとんど行われていないと推
察され，特筆すべき活動である．

以上のことから，アウトリーチを含む多様なアプ
ローチによる予防を含めた患者・家族の療養生活お
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よび介護支援が，わが国のへき地診療所における看
護活動の特徴のひとつであると考えられる．
2.救急搬送時の対応

結果から，因子分析の結果，抽出された因子には
［救急搬送時の対応］があり，2003年調査および
2008年調査においても同様に抽出された因子であ
り，わが国のへき地診療所における看護活動の特徴
のひとつであると考えられる．

消防庁では，高度化する救急需要に応えるため，
すべての救急隊に救急救命士を少なくとも1人配置
する体制を目標に救急救命士の養成と運用体制の整
備を推進している．その結果，救急救命士を運用し
ている救急隊数および全国の救急隊に占める割合は
年々増加しており，2012年4月には4,763隊および
95.9％となっており，救急救命士の資格を有する消
防職員も年々増加している19）．へき地においても，
カバーする救急隊への救急救命士の配置が進んでい
ると考えられるが，本研究結果から，回答したへき
地診療所看護師の約4割が【救急搬送時の付き添い】
を未だ行っていることが明らかになった．また，【救
急搬送時の初期対応】は約8割，【救急搬送時，搬
送先の病院への状況報告，説明，申し送り】は約7
割の看護師が行っていた．消防庁によると，救急出
動件数および搬送人員は年々，増加しており，2012
年は過去最多となっており，最も多い事故種別は，
救急出動件数，搬送人員ともに急病で約6割，搬送
人員の年齢区分で最も多いのは高齢者で約5割であ
り，年々その割合が増加している20）．高齢者の多い
へき地においても，急病による高齢者の救急搬送が
増えていると推察される．先行研究21）において，
へき地診療所における医師と看護師との連携による
活動内容には，緊急時の初期判断・初期対応があり，
その背景には医師が非常駐であったり，当該地域に
医師が少数しかいなかったりするため，時間外や休
日など医師が不在である時が生じ，その間の医療
サービスを保障するために，看護師が診療所医師や
搬送先医療機関の医師と連絡を取り合いながら緊急
時の初期判断・初期対応をしていることが明らかに
なっている．また，救急患者への初期対応や拠点病
院との連絡調整は，患者を速やかに必要な医療に結
び付けるために，一次医療機関として重要な活動で
あり，へき地診療所看護師には，患者の症状から疾
患や障害を予測して対応したり，症状や全身状態を
他の医療職者に的確に伝えたりすることが必要であ
るといわれている13）．当該地域に医師が不在となる
状況下にあり，かつ，二次または三次医療機関への

アクセスが容易ではないことなども相まって，へき
地診療所看護師には救急搬送時の初期対応における
迅速かつ的確な判断能力，ならびに，搬送先の病院
との連絡調整能力および説明能力が求められている
と考えられる．

へき地診療所看護師は救急患者発生時の初療に大
きな役割を担うため，離島のへき地診療所看護師は
基本的な蘇生法・止血法・外傷の応急処置ができる
ことが重要であると考えていることが明らかになっ
ている22）．また，他国では，へき地における救急ケ
アについて，緊急性や複雑性の度合いを考えて看護
師が自立して対応できるための専門性の開発や制
度・政策の整備が必要であるといわれている23）．わ
が国においても，へき地診療所の看護師が救急患者
発生時に対応する範囲や状況，条件などをより明確
にしていく必要があると考えられる．
3.住民のつながりや地域資源のアセスメントに基づ
く関係機関とのネットワークづくりと連携

結果から，2013年調査の因子分析の結果，抽出
された因子には［住民のつながりや地域資源のアセ
スメントに基づく関係機関とのネットワークづくり
と連携］もあり，わが国のへき地診療所における看
護活動の特徴のひとつであると考えられる．へき地
においては地域資源が乏しい傾向にあるからこそ，
また，はじめにで述べたようにへき地診療所看護師
は自治体の使命の担い手の立場にもあることから，
診療所が所在する自治体や地域の保健医療福祉介護
を含むヘルスケアチームの一員として機能すること
を求められ，地域を基盤に関係機関とのネットワー
クづくりや連携を重視して活動を展開しているとい
える．へき地診療所における看護活動を構成する因
子の変化をみると，2003年調査では構成する看護
活動項目に【在宅福祉サービス利用に関わる援助】
や【要介護高齢者家族に対する介護方法の指導】を
含む［住民のつながりや地域資源のアセスメントに
基づく在宅療養者・家族支援］が因子として抽出さ
れ，2013年調査の因子とは異なっていた．しかし，
2008年調査では2013年調査と同様の因子が抽出さ
れていた． 2003年時点では介護保険制度が始まっ
て数年しか経っていない．へき地においては介護保
険サービスやその従事者が乏しく，要介護高齢者と
その家族への支援においてへき地診療所看護師が役
割を発揮することが求められ，それを主な目的とし
て関係機関とのネットワークづくりと連携が行われ
ていたと推察される．しかし，2008年時点では要
介護高齢者とその家族への支援にとどまらない関係
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機関とのネットワークづくりと連携が行われ，2013
年では1でも述べたように介護保険サービスの充実
や地域包括支援センターの整備が進む中で，個々の
患者や地域住民全体の多様な保健医療福祉介護にか
かわる問題にプライマリレベルで，また自治体の使
命の担い手として対応していくために，関係機関と
のネットワークづくりや連携が行われているのでは
ないかと考えられる．へき地におけるプライマリレ
ベルのケアの問題を解決していく方法として，様々
なケア提供者の強みを組み合わせた多職種チームに
よる実践の重要性がいわれている24）．また，へき地
で働く看護師は，へき地に住む住民同士の共同や当
該地域への帰属意識を喚起するつながりを強めて，
地域の問題を跳ね返す地域基盤を強化していくこと
を支援できるといわれている25）．1，2で述べたこ
とも併せて，わが国においては，市町村の保健・福
祉・介護担当部署や地域包括支援センター，介護保
険サービス提供機関，後方支援病院，そして住民と
のネットワークにより対応すべき問題，ならびに，
ネットワークにおいてへき地診療所看護師が果たす
べき役割および連携方法を，今後一層，明確にし，
プライマリケアの担い手としての役割を発揮してい
く必要がある．
4.マルチで包括的な活動

わが国のへき地診療所以外の一般診療所における
看護活動を調べた調査研究は見当たらなかったが，
診療の補助が中心である診療所が大部分を占めてい
ることが，通例として推察される．しかし，本研究
結果から，各看護活動内容の実施状況をみると看護
師によって差があるものの，わが国のへき地診療所
の看護師は，予防を含めた［場と対象に合わせた多
様な方法を用いたアプローチによる患者・家族の療
養生活および介護支援］や［救急搬送時の対応］を，

［住民のつながりや地域資源のアセスメントに基づ
く関係機関とのネットワークづくりと連携］という
当該地域のヘルスケアチームの一員としての機能も
果たしながら，幅広い看護活動を実施している実態
が明らかになった．

米国・加・豪州において，へき地で働く看護師は，
医師や薬剤師，臨床検査技師，呼吸療法士，ソーシャ
ルワーカー等の役割である医行為や検査，分娩介助，
薬剤業務，調理を含めた食事の準備，医師の行動マ
ネジメント等の活動を行っており，都市部でも外傷
センターやICUの看護師は様々な活動を行ってい
るが，へき地で働く看護師は特別な部署に配置され
ていなくても，また，ひとつの勤務帯の中でマルチ

な活動を行っていることが特徴とされている6）．ま
た，米国の13州のへき地のプライマリ・ケアを担
う医師，フィジシャン・アシスタント（以下，PA
とする），NPを対象とした調査24）においては，そ
れぞれが外来のみならず，ナーシングホーム等の他
施設訪問や家庭訪問，インターネットによる相談対
応，時間外の呼び出しや電話相談対応等，多様なア
プローチ方法を用いていることが明らかになってい
たが，外来以外のアプローチ方法を用いている割合
は，PAやNPよりも医師が有意に高かった．その
理由として，平均実践経験年数およびへき地での平
均実践経験年数が，いずれもPAやNPよりも医師
の方が有意に長く，医師の方がへき地をよく知り，
また，時間外に対応している状況から医師がへき地
に居住し実践していることが考えられた．本研究に
おける調査対象は，看護師の平均経験年数は約25年，
現診療所での平均勤務年数は約14年で20年以上の
勤務年数が約3割と最も多く，一方で5年未満が
24％，5年以上10年未満を併せると約4割であった．
医師については調べていないが，へき地診療所に勤
務する医師の調査26）では，現診療所での勤務年数
区分別の医師の割合は，看護師とほぼ同様であった．
わが国のへき地診療所における医師と看護師との連
携の特徴には，医師，看護師それぞれの経験の組み
合わせに応じた役割分担がなされ，また，医師と看
護師の役割の境界を明確にせずに，重なり合わせて，
その時，その場の状況に合わせて役割分担をしてい
る，ということが明らかになっている21）．このよう
な医師との連携のあり方に基づいて，医師が当該地
域に不在となったり，コ・メディカルがいない，ま
たは少ない状況下で，マルチな活動を高齢者を中心
に予防から療養・介護支援まで包括的に実施してい
ることが，わが国のへき地診療所における看護活動
の特徴であると考えられる．わが国では，医療・介
護・予防・生活支援が一体的に提供されるための地
域包括ケアシステムを構築していくことが課題と
なっている．へき地における看護活動は分野をまた
いで，様々な人々とともに働くことを必要とし，へ
き地で働く看護師は概して「包括的」であることが
得意である，といわれている25）．へき地においては，
既に地域包括ケアが行われており，へき地診療所看
護師の包括性の高い実践から，へき地以外で地域包
括ケアシステムを実現するための看護活動の手掛か
りが得られる可能性がある．
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Ⅴ．おわりに
本研究結果から，わが国のへき地診療所における

看護活動の特徴として，アウトリーチを含む多様な
アプローチによる予防を含めた患者・家族の療養生
活および介護支援，救急搬送時の対応，住民のつな
がりや地域資源のアセスメントに基づく関係機関と
のネットワークづくりと連携，マルチで包括的な活
動が示唆された．また，これらの特徴から，今後の
看護活動のあり方として，診療時を契機に援助の必
要な対象を把握し，生活習慣病の重症化予防や介護
予防の視点も含めて看護活動を行っていくこと，救
急搬送時の初期対応に必要な判断能力・連絡調整能
力・説明能力を高めるとともに，へき地診療所看護
師が救急患者発生時に対応する範囲や状況，条件な
どをより明確にしていくこと，関係機関や住民との
ネットワークにより対応すべき問題やネットワーク
において看護師が果たすべき役割，連携方法を明確
にし，プライマリレベルの看護の担い手として地域
包括ケアシステムの中で役割を発揮していくこと，
が考えられた．

本研究の限界は，調査の回収率が5割未満で高く
はなく，2003年調査，2008年調査も同様であった
こと，並びに，2003年，2008年，2013年の調査の
回答者について，3回の調査の回答者が同一ではな
いことや，看護師経験年数や現診療所での勤務年数
について有意な差はなかったものの，年齢や正看護
師の割合に変化が見られ，各調査で回答者の勤務す
る診療所や活動体制にばらつきがある可能性がある
点である．しかし，全国のへき地診療所の看護師を
対象とした調査は他になく，2013年の調査結果と，
2008年および2003年の調査結果とを比較して分析
したことにより，わが国のへき地診療所における看
護活動の実態に近似した結果を得ることができたの
ではないかと考える．

今後は，離島や山村，豪雪地域等のへき地の特性
別や，医師の配置の有無や看護師数等診療および看
護体制別などで，本研究において示唆された看護活
動の特徴が共通するのか，相違があるのかを調べ，
わが国のへき地診療所における看護活動の特徴を詳
細に追究していく必要がある．
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研究報告

へき地診療所看護職のへき地医療拠点病院看護職との交流の必要性

Necessity of exchange between nurses working at remote clinics and those 
working at hospitals designated to provide medical services in remote areas

杉本加代*，坂本雅代**，齋藤美和*，阿波谷敏英***
Kayo Sugimoto*，Masayo Sakamoto**，Miwa Saito*，Toshihide Awatani***

キーワード：へき地診療所，へき地医療拠点病院，看護職，へき地看護，交流支援

要旨
【目的】へき地診療所看護職が捉えているへき地医療拠点病院看護職との交流の必要性を明らかにすること

である．
【方法】A県内のへき地診療所看護職78名に対し，個人的背景とへき地医療拠点病院看護職との交流の必要

性についてアンケート調査を行った．分析は，3群以上の比較にはχ2検定，2群の比較にはフィッシャーの直
接確率検定とウェルチのｔ検定を行い，有意水準は5％とした．
【結果】回収数51名(回収率65.4％ )のうち，対象者の背景の項目全てに回答した49名(有効回答率62.8％ )を

分析対象とした．対象者の70%以上が，へき地医療拠点病院看護職との知識・技術面での交流が必要と回答し
ており，その必要性にはへき地診療所の看護職総人数が有意に関連していた．
【結論】へき地診療所看護職の70％以上が，へき地医療拠点病院看護職との交流の必要性を認識していた．

Abstract
[Purpose] To confi rm the necessity of exchange between nurses working at remote clinics and those

working at hospitals designated to provide medical services in remote areas. [Methods] A questionnaire
survey was conducted involving 78 nurses working at remote clinics in A Prefecture to investigate their 
personal background and the need for exchange with nurses working at hospitals designated to provide
medical services in remote areas. A x2 test was used to compare 3 or more groups, and Fisher’s exact test 
and Welch’s t test were used to compare 2 groups. The level of signifi cance was set at 5%.

[Results] Of the total respondents (n=51, response rate: 65.4%), 49 nurses (valid response rate: 62.8%) who
responded to all questions were used for analysis. More than 70% of the subjects considered the need for
knowledge and skill exchange with nurses working at hospitals designated to provide medical services in
remote areas, and the total number of remote clinic nurses was signifi cantly correlated with such needs.

[Conclusion] The results suggest that more than 70% of nurses at remote clinics recognize necessity of 
exchange with those working at hospitals designated to provide medical services in remote areas.
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Ⅰ．はじめに
へき地における医療の確保については，昭和32

年度から国が策定した「へき地保健医療計画」によ
り実施されてきた1）．平成18年度からはこれまで以
上にへき地保健医療の充実を図るため，国が示す策
定指針に従い，都道府県ごとに地域の実情に応じた
へき地保健医療計画を策定する2）こととなり，現在

「第11次へき地保健医療計画」が実施されている．
この計画の中で整備されてきたへき地診療所は，へ
き地住民に対する基礎的な医療の提供を目的とした
医療機関であり，へき地保健医療対策は，へき地医
療に従事する医師の確保および支援を中心に行われ
ている3）．

へき地診療所の看護職に関しては，全国のへき地
診療所を対象とした春山らの調査から，そこに勤務
する看護職の年代や有している資格，へき地診療所
での勤務年数などの特徴や看護活動における問題や
課題などが報告され4），へき地保健医療対策検討会
報告書（第11次）では，都道府県等においてへき
地看護に従事する看護職の実態を明らかにすること
が課題となっている5）．へき地診療所に対して，医
師派遣や診療支援，入院を要する患者の受け入れな
どを行うへき地医療拠点病院の看護部長の72.6％
は，拠点病院にへき地診療所看護職支援の役割があ
ると考えているが，実際に派遣や研修などの支援し
た経験がある拠点病院は約3割であった6）．
「平成21年度無医地区等調査・無歯科医地区等調

査の概況」によると，無医地区とは「医療機関のな
い地域で，当該地区の中心的な場所を起点として，
おおむね半径4㎞の区域内に50人以上が居住してい
る地区であって，かつ容易に医療機関を利用するこ
とができない地区」であり，無医地区数および無医
地区の人口は減少傾向にある7）．無医地区数が減少
した理由は，交通の便がよくなった（56.3％），人
口が50人未満になった（24.4％）などである8）．確
かに公共工事により，道路幅は拡張し，遠方へ迂回
していた箇所にはトンネルが造られるなど道路事情
は大幅に改善されてきたが，そこを走る路線バスは
赤字路線から撤退している．つまり，改善された道
路事情の恩恵を受けるには，自分または家族が自家
用車を運転しなければならないが，加齢に伴って自
家用車の運転は困難となる．また，高齢化の進行に
より，地域の人口が減少して無医地区の定義に合致
しなくなる．過疎と高齢化の進行により，無医地区
の対象からも外れてしまう地域において人々が暮ら
し続けるためには，いかにして健康寿命を延伸する

かが重要な課題である．
このような地域の中で，へき地診療所は唯一の保

健・医療機関であり，そこに勤務する看護職は限ら
れた人数で看護サービスを提供しなければならな
い．さらに，へき地診療所での対応が困難な患者は，
へき地医療拠点病院との連携による治療が不可欠と
なるため，看護においてもへき地診療所看護職とへ
き地医療拠点病院看護職との連携が必要となる．そ
してスムーズな連携のためには，日頃からのへき地
診療所とへき地医療拠点病院の看護職間での交流が
重要である．しかし，へき地診療所看護職がへき地
医療拠点病院看護職との交流について，どのように
考えているのかについては明らかになっていない．
そこで，本研究では，へき地診療所看護職が捉えて
いるへき地医療拠点病院看護職との交流の必要性を
明らかにすることを目的とする．

Ⅱ．研究方法
1.用語の定義
1）へき地診療所

へき地診療所とは，半径4㎞以内に1,000人以上
が居住し，かつ，最寄りの医療機関まで30分以上
を要するなど，容易に医療機関を利用できない地区
の住民の医療を確保するため，市町村などが設置し
た診療所である9）．
2）へき地医療拠点病院

へき地医療拠点病院とは，無医地区に対し，へき
地医療支援機構の指導・調整の下に巡回診療，へき
地診療所等への医師派遣，へき地診療所の医師の休
暇時等における代替医師の派遣など，へき地におけ
る医療活動を継続的に実施している病院である9）．
2.調査対象

調査対象者は，A県内にあるへき地診療所に勤務
する看護職（看護師および准看護師）である．
3.調査期間

平成25年11月26日～ 12月25日
4.調査内容

対象者の背景は，年代，有している看護に関する
資格，看護職としての総経験年数，診療所での総勤
務年数を調査内容とした．現在勤務しているへき地
診療所については，診療所形態（有床または無床），
診療所での看護職総人数，勤務部署（外来または病
棟），勤務形態（常勤または非常勤），職位（スタッ
フまたは責任者）を調査内容とした．

へき地診療所とへき地医療拠点病院における看護
職間の交流の必要性については，へき地診療所看護
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職の診療所外での学習活動10）から重要と考えられ
る①看護に関する連絡会（以下，看護連絡会），②
患者支援に関する情報交換会（以下，患者情報交換
会），③新しい医療・看護機器の取り扱い研修会（機
器研修会）を選定し，必要性の有無を調査した．
5.データ収集方法

各へき地診療所の看護職責任者に許可を得た後，
それぞれのへき地診療所に無記名の自記式アンケー
ト用紙を配布し，郵便法によって回収した．
6.データ分析方法

分析には，エクセル統計statcel 3を用い，各項目
において基本統計量を求めた．3群以上の比較には
χ2検定，2群の比較にはフィッシャーの直接確率
検定とウェルチのｔ検定を行った．有意水準は5％ 
とした．
7.倫理的配慮

本研究は高知大学医学部倫理委員会の承認を得た
後に実施した．対象者には，研究の目的，調査協力
は自由であること，協力しなくても不利益を被るこ
とはないこと，調査は無記名のため個人は特定され
ないこと等を文書で説明した．アンケート用紙の回
収をもって調査協力への同意を得られたものとした．

Ⅲ．研究結果
A県内のへき地診療所に勤務する看護職78名に

アンケート用紙を配布し，51名から回答を得た(回
収率65.4％ )．そして，対象者の背景に関する質問
項目すべてに回答した49名(有効回答率62.8％ )の
回答を分析対象とした．
1.対象者の背景（表1）

対象者の年代は，50歳代が最も多く24名（49.0％）
であり，次いで40歳代の11名（22.4％）であった．
有している資格は，看護師28名（57.1％），准看護
師21名（42.9％）であった．看護職としての総経験
年数で最も多い年数は30 ～ 39年の22名（44.9％），
次いで20 ～ 29年の10名（20.4％）であり，平均値
±標準偏差は27.8±10.3年であった．診療所での総
勤務年数で最も多い年数は0～ 9年の17名（34.7％），
次いで20 ～ 29年の16名（32.7％）であり，平均値
±標準偏差は17.2±11.2年であった．

勤務しているへき地診療所の形態は，無床診療所
25名（51.0％），有床診療所24名（49.0％）であった．
へき地診療所での看護職総人数（常勤と非常勤の合
計数）で最も多い人数は1 ～ 5人の27名（55.1％），
次いで16 ～ 20人の12名（24.5％）であり，平均値
±標準偏差は7.8±6.6人であった．勤務部署は外来

が最も多く30名（61.2％）であり，勤務形態は42
名（85.7％）が常勤であった．対象者の職位は，スタッ
フ40名（81.6％），責任者9名（18.4％）であった．

2.へき地診療所とへき地医療拠点病院における看護
職間の交流の必要性（表2）

へき地診療所とへき地医療拠点病院における看護
職間の交流の必要性については，看護連絡会は35
名（71.4％），患者情報交換会は38名（77.6％），機
器研修会は37名（75.5％）の者が必要であると回答
していた．

3.看護職間の交流の希望場所（表3）
へき地診療所とへき地医療拠点病院の看護職間の

交流を必要と回答した者のうち，交流の希望場所は，
看護連絡会と患者情報交換会ではインターネットの
活用の希望が最も多く，それぞれ45.7％と60.5％で
あった．機器研修会では，へき地医療拠点病院での
開催希望が最も多く56.8％であった．

表1　対象者の背景 （n=49）

間の交流の必要性 （n=49）
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4.看護職間の交流の希望時間帯（表4）
へき地診療所とへき地医療拠点病院の看護職間の

交流を必要と回答した者のうち，交流の希望時間帯
は，看護連絡会と機器研修会では勤務時間外での希
望が最も多く，それぞれ51.4％と56.8％であった．
患者情報交換会では，勤務時間内での希望が最も多
く52.6％であった．

5.対象者の背景と看護職間の交流の必要性との関連
（表5）

対象者背景のうちへき地診療所の看護職総人数
は，看護連絡会と患者情報交換会および機器研修会
の全てにおいて有意差があった．有床・無床につい
てのへき地診療所形態は，看護連絡会でのみ有意差
があった．

6.看護職責任者の背景（表6）
看護職責任者の年代は，50歳代が最も多く7名

（77.8％）であった．有している資格は，看護師7名
（77.8％），准看護師2名（22.2％）であった．看護
職としての総経験年数で最も多い年数は30 ～ 39年
の6名（66.7％）であり，平均値±標準偏差は32.0
±4.7年であった．診療所での総勤務年数で多いの
は，10 ～ 19年と20 ～ 29年の3名（33.3％）であり，
平均値±標準偏差は18.7±10.2年であった．

勤務しているへき地診療所の形態は，無床診療所
6名（66.7％），有床診療所3名（33.3％）であった．
へき地診療所での看護職総人数（常勤と非常勤の合
計数）で最も多い人数は1 ～ 5人の5名（55.6％）
であり，平均値±標準偏差は8.0±6.4人であった．
勤務部署は外来が最も多く7名（77.8％）であり，
勤務形態は常勤が8名（88.9％）であった．

Ⅳ．考察
1.へき地診療所看護職の特徴

本研究におけるへき地診療所看護職の年代は，40
～ 50歳代が全体の71.4％を占めていた．これは，
春山らが全国のへき地診療所の看護職421名につい
て調査した結果（以下，全国調査）11）で，40 ～ 50
歳代が75.9％を占めていたこととほぼ一致してい
た．また，看護職が有している資格は，看護師
57.1％，准看護師42.9％であり，全国調査の看護師

表3　看護者間の交流の希望場所

表4　看護者間の交流の希望時間帯

表5　対象者の背景と看護者間の交流の必要性との関連
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54.6％，准看護師43.5％とほぼ一致していた．そして，
診療所での総勤務年数は，0 ～ 9年が34.7％と最も
多くを占めており，全国調査における10年未満の
37.0％とほぼ一致していた．

本研究と全国調査の結果で違いがみられたのは，
看護職としての総経験年数であった．全国調査は，
現在の職場以外における調査対象の看護職経験年数
で，10年未満が56.6％を占めている．一方，本研究
では，現在勤務している診療所での勤務年数も含め
て看護職としての総経験年数を調査したため一概に
は比較できないが，看護職としての総経験年数は20
～ 39年が65.3％を占めていた．診療所での総勤務年
数に占める10年未満の割合が，全国調査とほぼ一致
していることから，本研究が対象としたへき地診療
所看護職は，診療所での総勤務年数10年未満であっ
ても，看護職としての総経験年数20 ～ 39年という
中堅クラス以上の看護職が多いことが考えられる．
2.へき地医療拠点病院看護職との交流の必要性

看護職総経験年数やへき地診療所総勤務年数や看
護職の資格に関わらず，へき地診療所看護職の
70％以上の者が，看護連絡会や患者情報交換会や機
器研修会による交流を必要であると回答していた．
さらに，診療所形態と看護連絡会の必要性には有意
差があった．石川らは，300床以上の病院に勤務す
る看護職の学習行動について，80％以上の看護職が

学習参加への意欲があった12）と述べている．医療
機関が300床以上の病院と診療所という違いはある
が，本研究対象者の70％以上に看護連絡会や患者
情報交換会や機器研修会への意欲があるということ
や，有床診療所で看護連絡会の必要性を感じている
割合が多いことから，へき地診療所看護職も病院看
護職に劣らない看護の充実に向けた意欲を有してい
ると考えられる．これは，へき地診療所における看
護の現状に満足することなく，へき地医療拠点病院
の看護職と交流をもつことで，へき地診療所におけ
る看護の管理運営や，患者に関する情報，看護に関
する知識・技術の向上を図りたいという看護の充実
に向けた意欲の現れと考えられる．

へき地診療所看護職の役割について，鈴木らがへ
き地診療所を「地域住民の一次医療機関であり，入
退院や施設入退所時の通過地点」13）と位置づけて
いることをもとに，へき地診療所看護職の役割を考
える．注目すべきは「通過」が，へき地診療所から
へき地医療拠点病院等へ移る場合のみを前提として
いるのではなく，へき地医療拠点病院等の退院後も
含めていることである．へき地医療拠点病院等での
治療が終了しても，自宅での生活が成り立たなけれ
ば患者にとっての治療終了とはならない．特に，高
齢者の多いへき地では，へき地医療拠点病院等の退
院後には介護上の問題が浮上してくることも多い．

表6　看護職責任者の背景 （n=9）
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安田らがへき地診療所の受診者への相談・指導では
「生活背景を考慮した療養生活指導が求められる」14）

と述べている通り，へき地診療所看護職には，患者
の生活状況を把握できる立場にあることを最大限に
活用して患者の退院後の生活を支援することが求め
られ，それがへき地診療所における看護職の重要な
役割と考えられる．その役割を果たすためには，入
退院するへき地医療拠点病院の看護職との間で，患
者の病状や治療や入院中の看護だけでなく生活状況
を含めた情報交換がなされるべきである．そして情
報交換するためには，へき地医療拠点病院看護職と
へき地診療所看護職との間で，生活状況に応じた看
護サービスに関する知識の共有や人的交流が不可欠
である．つまり，患者情報交換会だけでなく，知識
の共有として看護連絡会や機器研修会が必要であ
り，これらの交流を通して同じ看護職であるへき地
医療拠点病院看護職とへき地診療所看護職が，お互
いをよく知ることが今後の重要な課題である．
3.へき地医療拠点病院看護職との交流における課題
1）へき地診療所における看護職総人数

対象者背景のうちへき地診療所の看護職総人数は，
看護連絡会と患者情報交換会および機器研修会の必
要性の全てにおいて有意差があった．看護職総人数
が少ないということは，限られた人数で診療などに
関する業務をこなさなければならない．多忙な業務
の中で患者とゆっくり話す時間が確保できなければ，
患者の生活状況に関する情報も少なくなる．さらに，
生活状況に応じた看護サービスの必要性を感じてい
ても少ない看護職数であればあるほど，誰かが勤務
を抜けて研修に行くことも困難となる．このような
要因が重なって，へき地医療拠点病院看護職との交
流の必要性を感じにくいことが考えられる．

対象者の職位を看護職の責任者に絞ってみると，
看護職責任者の約半数は看護連絡会を不必要と回答
していた．へき地診療所における看護職責任者と病
院の看護師長では，看護管理に関する業務やその程
度が大きく異なることは当然である．しかし，スタッ
フに対する「教育環境の確保」15）は，看護職を統
括している者の責務である．へき地診療所の看護職
総人数が少なければ少ないほど，看護職一人当たり
の果たすべき役割は大きい．つまり，患者の生活状
況に応じた看護サービスを少人数のスタッフで提供
しなければならない．何を看護サービスとして提供
すべきなのか，どのように提供するのかなど，看護
職責任者にはスタッフに問題意識を持たせ，学習参
加への意欲を向上させる役割が求められる．その役

割を看護職責任者が認識することは，へき地医療拠
点病院看護職との交流を図る上で大変重要である．

このようにへき地診療所の看護職総人数が少ない
と，看護職の学習参加への意欲や看護責任者におけ
る看護連絡会の必要性にも差が出てくる．しかし，
へき地での人口減少を考えると，将来においてへき
地診療所の看護職定数が増加する可能性は極めて少
ない．現在の少ない看護職数で，いかに患者の生活
に適した看護サービスを提供できるかを考えなくて
はならない．そこで，へき地診療所看護職とへき地
医療拠点病院看護職との交流を企画する際は，へき
地診療所の看護職総人数および看護責任者の意向に
注目する必要がある．特に，へき地診療所看護職の
教育環境を確保する観点より，看護職責任者がへき
地医療拠点病院看護職との交流の必要性を理解する
ことが重要である．
2）交流手段と時間帯

希望する交流手段としてはインターネットの活用
が最も多く，交流の時間帯では勤務時間外が最も多
かった．つまり，へき地診療所の看護職数は限られ
ており，勤務時間内に研修会場に出かける，または
業務時間内に研修に参加することが困難であること
が伺える．これは，塚本らの報告にある「へき地診
療所看護職が研修受講の機会を得ることは，へき地
という地理的不利に加えて，交代要員確保の点でも
困難がある」16）と一致する．しかし対処方法はあり，
地理的不利はインターネットを活用することで克服
し，交代要員不足は交流時間を勤務時間外に企画す
ることで克服できる．本研究の結果でも，患者情報
交換会はインターネット利用や勤務時間内，看護連
絡会はインターネット利用や勤務時間外，機器研修
会はへき地医療拠点病院での実施や勤務時間外な
ど，交流の内容に応じた交流手段と時間帯を希望し
ていた．これは，へき地診療所看護職が患者に関す
る交流か自己研鑽に関する研修なのかによって交流
時間帯を選択し，医療機器の研修のように実物を確
認する必要性によって交流手段を選択していると考
えられる．特に交流の手段として最も希望の多かっ
たインターネットの活用について，へき地診療所に
おける情報通信技術は，主に診療支援の目的で整備
されている．この情報通信技術を看護職がテレビ会
議などに活用できるようになれば，へき地医療拠点
病院看護職との交流に役立つと考えられる．
4.まとめ

へき地医療の充実のためには，患者の生活状況に
応じた看護サービスの提供が喫緊の課題である．本
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研究では，へき地診療所看護職の70％以上はへき
地医療拠点病院看護職との交流の必要性を有するこ
とと，その必要性にはへき地診療所における看護職
総人数が関連することが明らかとなった．看護職が
へき地医療にさらに貢献するには，へき地診療所内
の看護サービス向上に努めるだけでなく，へき地に
暮らす住民の健康保持を目指すべきである．

自治体や大学などによるへき地診療所看護職への
支援では，へき地診療所のある地域全体の健康をど
のように守っていくのかを念頭に置く必要がある．
その上で支援の第一段階として，へき地診療所看護
職が看護サービスを提供する上でどのような知識を
必要としているのか，どのような看護サービスをど
のように提供すべきと考えているのかなどの現状を
把握しなくてはならない．第二段階として，把握し
た内容をへき地診療所看護職とへき地医療拠点病院
看護職との交流，さらにはA県内にあるへき地診
療所の看護職同士での交流によって，へき地診療所
の看護職が担うべき役割を明確にしていく．この役
割を明らかにする際，へき地医療に関わる看護職全
体が，へき地に暮らす住民の健康を守るという共通
の目的を持つことが重要であると考える．

一方，看護職総人数の少ないへき地診療所や，看
護職責任者がへき地医療拠点病院や他のへき地診療
所に勤務する看護職との交流に前向きでないへき地
診療所においては，他のへき地診療所看護職が捉え
ている看護上の課題やどのようにして看護サービス
の向上を図っているのかなどについての情報提供を
行うことが必要である．

Ⅴ．おわりに
A県内のへき地診療所看護職は，診療所での勤務

年数は少ないが，看護職としての長い経験と患者の
生活状況を把握しているという強みを持っており，
へき地医療拠点病院看護職との交流の必要性も認識
している．へき地医療に関わる看護職全体の能力を
向上させるためには，インターネットや勤務時間外
を活用したへき地医療拠点病院や他のへき地診療所
の看護職との交流が必要である．

本研究は，A県内のへき地診療所看護職を対象と
した研究であり，分析対象も少数であった．今後は，
調査規模の拡大や都道府県ごとのへき地医療対策と
の関連についても研究する必要がある．
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Ⅰ．はじめに
地域には，多様な住民組織があり，その構造や機
能から「委員組織」「地縁組織」「当事者組織」さら
に「行政育成型ボランテｲア組織」に分類される1）．
行政から委嘱される地域の “健康 ”を目的に活動する
委員組織は，健康づくり推進員や保健推進員，母子
保健推進員などである．この歴史は古く，昭和初期
から中期には，結核・感染症などの健康問題や環境
衛生の改善に大きな成果をあげた2）．一方，今日の
健康課題は，生活習慣病や子育て，高齢者の介護な
ど問題の要因は個別的で，問題構造も複雑である．
かつ地域住民の価値観も多様となり，委嘱された委
員が直接住民に関わることは難しく，委員組織が形
骸化している市町村も少なくない．大学と相互協力
協定を締結している離島のＡ町も同様の状況にあり，
町の依頼で「健康づくり推進員の主体化に向けた活

動」に，管轄保健所保健師と研究者らが参画するこ
ととなった．離島等のへき地は，物的・人的社会資
源が乏しいことから，既存の住民組織の活用や新た
な人的資源をつくり出すことはより重要である3）．
健康づくり推進員や母子保健推進員は，行政が目的
をもって集めた集団であり地域の健康づくりの担い
手になり得るため，その活性化は行政の課題と考え
る．また，これらの委員組織は，保健師が担当し，
その活動内容等を決めていることが多いため，保健
師の課題ともいえる．
平成17年の中央教育審議会答申において，これ

までの教育と研究に加え，社会貢献が大学の使命と
して位置づけられた．J･A･パーキンスは，大学と
は「知識の獲得，伝達，応用という三機能が，制度
の形をとって使命として反映されたものである」と
指摘している4）．知識の獲得とは研究によるもので
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研究報告

島嶼の保健事業への大学の参画に関する研究
～島嶼保健師の人材育成に焦点を当てて～

Participation of the university to project in remote islands
－Focusing on the viewpoint of public health nurses education－

中尾八重子，山谷麻由美
Yaeko Nakao，Mayumi Yamaya

キーワード：島嶼，大学の参画，行政保健師，現任教育，保健事業

要旨
本研究の目的は，Ａ町の保健事業への大学の参画から，島嶼保健師の現任教育における大学の介入のあり方

を検討することである．１年目の大学の支援の分析と町保健師３名への個別聞き取り調査から検討した．事業
への大学の参画は，保健師の力量形成の助けや自己のふりかえりの機会となり，保健師や保健活動における基
本的なことの必要性や重要性の再確認を促していた．保健師は，大学に保健事業展開方法の学習支援や資質向
上のための現任教育を期待する一方，目的・方法の共有と大学への距離感を問題と捉えていた．
保健師には，実践の意識化や意味づけ・相談への対応や意見調整・様々な手法や新たな知見の伝達の支援が
必要で，話し合い・保健所の活用・繰り返しの助言と指導が効果的と考えられた．また，保健師との認識の共
有と関係づくりのための配慮の必要性が示唆された．さらに，職場の教育や自己啓発に対する意識や環境も視
野に入れることが重要と考えた．
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長崎県立大学看護栄養学部　Nagasaki Prefectural University．Faculty of Nursing and Nutrition



あり，それを教育によって伝達し，多くの人々に応
用されることで社会貢献になると解釈できる．大学
が町の事業に参画するとは，獲得され伝達してきた
知識を用いて当該事業を推進することはもとより，
活動を通し保健師に知識を伝達していくことが求め
られる．他方で，自治体は地方分権時代において，
地域の課題は自ら解決していく力を備えなければな
らない．しかし，どの自治体も財政は厳しく，特に
離島は，海による隔絶性等の地理的条件から職員の
力量形成のために経費をかけることはより一層，難
しい．そのため，知の拠点である大学が事業に参画
し，それを通して保健師の人材育成をすることは，
その地域にとっても意義があると考える．
平成21年の調査によれば，現任保健師の約４割
は「職場内研修が困難」，約２割が「新人育成が困難」・
「研修機会の減少」と認識している５）．また，行政
保健師の約60%を占める政令市・中核市以外の市
町村のうち現任教育をシステム化し支援していたの
は4.2%で，都道府県あるいは政令市・中核市は約
28.0%であった6）．橘らは，平成25年２月の調査か
ら保健師の人材育成計画策定済みの自治体は44.8%
と算出している7）．人材育成体制の整備は進んでい
ると思われるが，まだ半数の自治体では計画的な現
任教育が考えられていない．また，育成計画策定済
みの自治体でも実施は始まったばかりで，総じて行
政保健師の現任教育は不十分な状況といえる．この
ような背景から大学が町の事業に参画し，保健師を
支援することは，現任教育として重要と考える．
保健師の現任教育に関する大学の活用を概観する

と，保健師人材育成指針や現任教育マニュアル，教
育プロラムなどの策定が多く8）9）10），現任教育の実
践としては，研修会の講師や大学の公開講座等など
である．医学中央雑誌により2000年～ 2014年で「保
健師 ×人材育成」で検索した結果，151件がヒットし，
解説や座談会を除くと51件であった．これらは，主
に現任教育の体制や研修の実施からの課題，新任期
保健師研修に関する内容で，大学の活用に関する研
究は見あたらなかった．また，藤田は，保健師の実
践能力向上のために，行政保健師の現任教育におけ
る外部支援のあり方を検討すべきと指摘している11）．
そこで本研究は，大学が参画した離島Ａ町の事業

における保健師への支援と町保健師の大学の参画に
対する認識から，島嶼保健師の現任教育における大
学の介入のあり方を検討することを目的とした．

用語の定義
大学の参画とは，事業の立案から実施および評価
までの過程に主体的に参加するとともに，事業に関
わるすべての人達の学習あるいは学習意欲への支援
をも含むとする．

Ⅱ．研究方法
1． 研究デザイン
質的記述的研究
2． 対象事業の概要
Ａ町は，平成16年８月に島内５町の対等合併に
より誕生し，本土から高速船で片道約２時間（1日
５便，往復約12000円）を要する離島である．平成
20年度に地区（旧町）の規模に合わせ５地区それ
ぞれに10～19名の健康づくり推進員（以下，推進員）
を２年任期で委嘱した．推進員の主な活動は，町の
依頼による近隣住民への特定健診の受診勧奨で，活
動が停滞気味であった．そのため，平成22・23年
度の２か年計画で「健康づくり推進員の主体化に向
けた活動」（以下，本事業）に取り組むこととした．
本事業の町の担当部署職員は，課長補佐・係長・
保健師４名・栄養士２名で，本事業担当は，最も経
験年数の長い保健師である．本事業の進め方やそれ
ぞれの役割は，話し合いで決めた．担当保健師・保
健所保健師・研究者ら（以下，大学）による会議（以
下，事務局）により本事業の展開方法や内容の案作
成，全体の調整等を行い，最終決定は担当部署職員
全員が加わった検討会で行った．平成22・23年度
の推進員は69名で，本事業の１年目の目標は，推
進員による地区ごとの活動目標の設定で，２年目は，
その実践である．地区別に推進員が定期的に会合（以
下，地区定例会）を持ち，活動することとした．町
の保健師や栄養士が各地区を１～２名で担当し，保
健所保健師と大学は，可能な限り地区定例会にも参
加した．
3． 分析対象および方法
1）本事業１年目の大学の支援と保健師の状況
事務局と検討会の議事録および，地区定例会の
議事録や報告内容，参加観察記録から大学の支援
と保健師の状況を整理した．また，平成23年３
月に１年目の振り返りとして事業担当の町保健師
（以下，担当保健師）と保健所保健師にそのとき
の気持ちや状況などを記載してもらった．
2）町保健師３名への半構成質問紙を用いた個別面
接調査
担当保健師と保健所保健師は，大学と密に関
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わっていたため，大学の参画を客観的に捉えにく
い可能性があると考え，また，両者の気持ちは活
動記録に記されているので，担当保健師以外の町
保健師３名を対象とした．３名は，30歳から40
歳代で，保健師経験は14年から25年（平均18.7年）
であった．

質問内容は，大学と取り組むことになった時点
の気持ちと１年後の変化や大学が関わることの利
点・欠点などである．分析は， 面接内容の逐語録
から保健事業への大学の参画や介入に関連してい
る部分を抜き出し，コーディングを行い，その意
味内容からカテゴリー化をすすめた．
4．調査期間

平成22年４月～平成23年3月
5．倫理的配慮

Ａ町とＢ保健所，推進員に研究の趣旨や目的，個
人が特定されないよう配慮することなどを説明し同
意を得た．また，聞き取り調査の対象者には，口頭
と文書で，調査目的や研究への協力は自由であり，

同意しない場合でも何ら不利益を被らないこと，同
意後にいつでも同意の取り消しができること，個人
が特定されることはなく，データは研究以外に使用
せず必要がなくなったら速やかに処理することなど
を説明し，文書にて同意を得た．なお，研究者らが
所属する大学の倫理審査委員会の承認を受けた．

Ⅲ．結果
1． 大学の支援と保健師の状況

１年目の活動は，８回の事務局と９回の検討会，
４回～６回の地区定例会によって進められた．

活動内容から，事業の推進体制と方向性の決定・
推進員による活動の開始・１年目の振り返りの３つ
の時期に区分された．時期ごとに，大学の支援と保
健師の状況，事務局・検討会の実施回数を表１に示す．
1） 大学の支援

大学は， その時々の状況から判断し支援を行っ
た．事業の推進体制と方向性の決定時期における
支援には，①会議の進行案やレジュメ作成・事業

1  表1　1年目の大学の支援と保健師の状況
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の目的や目標設定の提案・会議の資料作成・議事
録作成など，活動のための基本的なこと，②保健
師への指導や助言，相談への対応，③保健師間の
意見調整である．推進員による活動の開始時期は，
④地区定例会の進行案作成，⑤地区定例会の雰囲
気づくりや推進員への問いかけ方，意見のまとめ
方など保健師の技術に関する助言と指導，⑥保健
師の相談への対応，⑦保健所保健師に町への支援
依頼であった．また，１年目の振り返り時期にお
ける支援には，⑧評価方法や記載様式の提案，⑨
保健師の評価・考察への助言や指導，⑩書籍の貸
し出しなどであった．①④⑧は保健活動や事業を
行う上での基本的事項，②③⑥は保健師の相談・
意見調整，⑦は保健所への依頼，⑤⑨⑩は保健師
の実践力に係わる事項と集約される．

また，これらは，a.作成物の提示，b.実践や記
録物への繰り返しの助言・指導，c.実践して見せ
るという方法で行われた．離島のＡ町に大学が頻
繁に出向くことは難しく，また，事務局や検討会
は限られた時間であるため，助言や指導はメール
を活用し文書でも行った．

2）保健師の状況
（1）町保健師３名の状況

開始当初の事業の推進体制と方向性の決定時期
は，大学の説明や提示を頷きながら聞き，自分達
に不足していることを再確認していた．全員が，
経験14年以上の中堅後期保健師だが，レジュメ
や議事録などを今まで指導されたことがないと大
学の助言・指導を歓迎していた．

推進員による活動の開始時期は，推進員の意見
を掘り下げて聞くことに不安を示した．また，意
見のまとめ方について説明は理解できるが，実際
行ってみると上手くできないと戸惑っていた．そ
の後，自発的に課内で集まり大学の助言を基に修
正を繰り返し行っていた．検討会では， 当初，地
区定例会の進行日程や実施内容に関する相談が多
かったが，次第に， 地区の状況や個々の推進員に
関する発言が増え，他の地区の特徴やその背景に
ついても語られた．また，「担当地区のことがよ
くわかっていなかった」という者もいた．検討会
で決めた進行日程通り地区定例会を進めていた
が，推進員の言動から実施内容の変更や次回の内
容を考えるなど，担当地区に合わせた活動をする
ようになった．課内で各地区についての意見交換
をするようになり，検討会では，他の地区の活動
について意見を言うことはほとんどない．大学へ

の問い合わせは，当初，担当保健師を介して行っ
ていたが，推進員の意見のまとめ作業の半ばころ
から，それぞれの保健師が直に連絡するように
なった．

１年目の振り返り時期は，評価・考察が難しい
と言っていたが，何度か修正を繰り返すうちに，

「何となくわかってきた」に変わった．
（2）担当保健師の状況

これまで事業の実施に際し，課の職員全員で検
討したことはなく，そのため検討のための進行案
やレジュメ，資料などすべてが初めてで戸惑って
いた．しかし，事業は，課での取り組みなので全
員での検討は必要なことと捉えていた．また，進
行案等の大学の説明は筋道があってわかりやすい
と思っていた．３回目以降の事務局会議や検討会
の進行案やレジュメ等を作成し，初めの頃は，「こ
れでいいかな」と自信なげな様子であった．しかし，
回を重ねるごとに修正する箇所が少なくなった．
町保健師からの疑問や意見等の問い合わせや困り
ごとの相談など，大学にその都度連絡しながら進
めていた．また，「大学に相談するまでのことでは
ない」と保健所保健師にも支援を求めていた．１
年目の評価では，実施した内容から評価したこと
がないと不安な様子だった．評価は，担当者とし
ての役割という観点からの内容が多かった．

（3）保健所保健師の状況
今後のことを考え，大学が保健所の参画を町に

提案し，保健所から企画総務課の保健師が市町村
支援という位置づけで参画した．しかし，保健所
保健師は，地域保健法に規定されている「求めに
応じて市町村支援をする」ということに疑問を
もっており，それを考える機会にもしたいと語っ
た．保健所保健師は，当初，町保健師と同様に大
学からの提案を頷きながら聞くという状況だった
が，地区定例会や作業が始まった時期には，町保
健師の相談に応じ，町に出向き作業をともに行う，
また，町の状況を大学に伝えたり，町保健師の様
子から検討会の議題にするなど主体的に活動をし
ていた．保健所保健師は，町保健師とともに作業
をするというマンパワー，町保健師の状況を踏ま
え大学に直接，あるいは検討会で課題を提案する
などの保健師間や町と大学の調整役，町保健師の
相談役・代弁者となっていた．1年目の振り返り
では，保健所は市町村の要請の有無にかかわらず
必要と判断したら積極的に介入することが役割で
あると考えていた．また，そのためには，日頃か
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ら管内市町村に出向き，町の職員や保健師と地域
の現状や課題を話すことが重要と考えられてい
た．また，所属部署の業務内容から，町の職員と
一緒に仕事をすることがほとんどないので，楽し
い活動だったと語られた．
2． 大学が事業に参画することに対する町保健師の

認識
分析の結果，抽出されたサブカテゴリー，カテゴ

リーは表２のとおりである．また，各カテゴリーは，
大学が事業に参画する意義・大学への期待・大学の
関わる上での問題の３つに大別された． 

以下，カテゴリーを【　　　　】， サブカテゴリー
を＜　　　＞として説明する．

1）大学が事業に参画する意義
大学が事業に参画することは，町あるいは自分

たち保健師にとっても意義があると受け止めてい
た．町にとっては，＜推進員に良い刺激となる＞，
＜他の事業へもよい影響をもたらす＞という【停
滞している活動への刺激】，保健師にとっては，
＜スキルアップの機会となる＞，＜学習する機会
になる＞，＜専門的な知識を知る機会となった＞

からなる【力量形成の助け】と ＜保健師として
の視点が再認識できた＞，＜自己の力量不足を感
じる＞，＜学習不足を実感する＞，＜活動に対す
る意識を変える必要を感じた＞などの【保健師と
しての自己のふりかえり】ができると捉えていた．
保健所保健師や大学との事業を実施し，＜目的を
曖昧にして活動していた＞，＜活動における目的
の重要性が理解できた＞からなる【目的を明確に
した活動の必要性の理解】，＜手順を踏んだ事業
展開の大事さを実感した＞，＜事業展開に伴う作
業の進め方が理解できた＞，＜事業計画立案や評
価が不足していた＞などからなる【展開過程を踏
まえた事業実施の重要性の再認識】など，事業展
開の基本を再確認する機会となっていた．また，
＜事業担当者とは何をすべきか再認識できた＞，
＜自分の役割を意識する必要を感じた＞からなる

【役割に応じた活動の重要性の再確認】が得られ
ていた．さらに，＜全ての推進員への配慮の必要
性を実感した＞による【住民重視の重要性の再認
識】，＜協働で取り組むという意味が理解できた
＞，＜考えや意見の表出不足を感じた＞，＜主体
的に学ぶ必要性を実感した＞などからなる【主体
的に取り組む必要性の再確認】という活動におけ
る姿勢を実感する機会にもなっていた．

2）大学への期待
大学の事業の参画において，町保健師は＜具体

的な方法を教えてもらえる＞，＜新たな視点から
の助言が得られる＞，＜保健事業展開の仕方が学
べる＞，＜会議の運営や進行の仕方が習得できる
＞からなる【保健事業展開方法の学習支援】，＜
相談者や助言者になってほしい＞，＜新しい情報
が得られる＞，＜意欲を引き出してくれる＞とい
う【自己啓発の促進】， ＜保健師の能力向上のた
めの関わりをしてほしい＞，＜統括役保健師への
教育を望む＞，　＜若い保健師への教育を望む＞
による【保健師の資質向上のための現任教育】を
大学に期待していた．

3）大学と関わる上での問題
大学の事業への参画は意義があり，期待するこ

とがある一方で，大学が関わる上での問題も指摘
された．＜目的や方法の理解不足により作業が負
担となる＞という【作業目的や方法の共有】，＜
大学へのイメージから推進員が圧迫感をもつ＞に
よる【住民の緊張】，また，＜評価されると思っ
てしまう＞，＜研究のためではないかと身構える
＞，＜大学の提案は指示や指導と受け取る＞など

表2 大学が保健事業に参画することに対する町保健師の認識
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からなる【大学への距離感】であった．

Ⅳ．考察
1． 島嶼保健師の現任教育と大学の支援

自治体財政の緊縮化により現任者の研修会への派
遣や出席が次第に困難になっており12），日常業務を
遂行させていく過程で，人材育成を図っていく
OJTが重要である．厚生労働省は，プロジェクト
方式・プリセクターシップ・スーパーバイザー方式
などが望ましいとしている13）. 今回の大学の参画は，
町の課題の事業に保健所保健師とともに取り組んだ
ので，プロジェクト方式であり，かつ，町保健師へ
の助言や指導を繰り返し行っていたことからスー
パーバイザー方式でもあった．本事業の１年目の活
動は，地区定例会の活動を充実させようとしたもの
で，事業担当部署の全職員と保健所保健師，大学と
の話し合いによって進められた．松本は，話し合い
の効果を「仲間の『見方・考え方』だけではなく『考
えの進め方』にまで触れることによって，自己を見
直し一人ひとりの内面をゆさぶることができる」と
述べている14）．町保健師が，自己の振りかえりや保
健師活動あるいは保健活動展開など，さまざまな観
点から再確認できたのは，話し合いという方法が影
響していたと考えられる．現任教育とは，する側か
らの用語であり，当事者にとっては，学習というこ
とになる．学習とは自分に必要な能力を身につける
営みであり，それを支援するのが教育である15）．そ
のため，現任教育においても当事者の認識や意識に
働きかけることが重要となる．

大学の支援は，保健活動や事業を行う上での基本
的事項， 保健師の実践力に係わる事項，保健師の相
談・意見調整，保健所への依頼の４つに大別される．
保健活動や事業を行う上での基本的事項は，新人の
頃に習得しておく必要がある．しかし，長い間，保
健師の役割は，主に直接的な保健・福祉サービスの
提供とされ，それ以外のことは事務職員が担ってき
た．Ａ町も同様で，保健師は会議のレジュメや議事
録などを指導されていなかったので，大学の支援を
歓迎していた．経験年数が長くなればなるほど，基
本的なことを行政職員に聞きにくく，また彼らも教
えにくいと推測する．保健師にも行政職員としての
役割が求められているため，保健師の習得状況を把
握し，必要に応じて指導していく必要がある．保健
師の実践力に係わる事項の１つは，場の雰囲気づく
りや問いかけ方など基礎的なことである．町保健師
は，中堅後期のいわゆるベテランで，保健活動を十

分実施できる人達である．ベテランゆえに，場の雰
囲気づくりや問いかけ方などは，無意識的に実践し
ていたと推測する．武谷は「技術は客観的なもので，
技能は主観的心理的個人的なものである．技術は知
識の形により個人から個人へと伝承が可能である」
と述べている16）．どんなに適切な言動であっても無
意識に行っている限り，技術にはなり得ないといえ
よう．自身の言動を意識化させ，意味づけをするこ
とで，専門職としての技術となり，それは，エビデ
ンスに通じる17）．保健師は，さまざまな環境や状況
にある住民それぞれに即した支援，つまり応用力が
求められるため，その積み重ねが重要となる．もう
１つは，Ａ町の保健師がこれまでしたことのない推
進員の意見のまとめ方である．さまざまな手法や新
たな知見は，他の事業等へも活用できるため大学の
必要な支援である．保健師の相談・意見調整は，保
健師のモチベーションに対する働きかけであり，
OJTにおいては重要と考える．島嶼では，狭少性
という地理的特性から職場での関係性が生活にも影
響しかねないため，保健師の調整は大きな意味をも
つ．また，島嶼は社会資源が乏しいため，町保健師
の資質向上に市町村支援が役割である保健所の活用
は不可欠と考え，保健所への依頼をした．ともに参
画した保健所保健師は，マンパワー，町の保健師間
や町と大学の調整役，町保健師の相談役・代弁者な
どさまざまな役割を担い，本事業の推進において重
要な存在であった．また，保健所保健師は，当初，
市町村支援のあり方を模索していたが，1年目の活
動を基に保健所の役割やあり方などが具体的に考え
られた．市町村支援の中で，保健所保健師も学習が
なされていたといえる．

大学の支援方法は，作成物の提示，実施や記録物
への繰り返しの助言・指導，実践して見せるであっ
た．作成物の提示や実践して見せるは，いわばデモ
ンストレーションで，具体的で明快な理解を助ける
方法とされている．保健師には，実践力が求められ
るため，実践レベルでの理解が必要である．助言・
指導は，地区定例会の実施や記録物（会議の進行案，
議事録，推進員の意見のまとめ，活動の評価・考察
など）といういわば実践に対して行い，実践力の体
得を目ざしたものである．記録物は，修正を重ねる
ごとに適切な内容になり，保健師自身もそれを実感
し，モチベーションにも繋がり，具体的な助言や指
導は効果的であった．へき地診療所の看護職は，自
分が行った援助内容を確認・評価してくれる機会が
ないと感じており18），これは島嶼で働く保健師にも
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共通すると考えられる．しかし，助言・指導とそれ
による修正の繰り返しは相互に負担が大きくなるた
め，保健師の状況から到達度を設定する必要がある．
また，今回のように複数を対象にした場合，個人差
が生じるため，個別性を考慮することも重要となる．
2． 島嶼の保健師から見た事業への大学の参画

大学が参画した事業の実際から，島嶼の町保健師は，
事業への大学の参画を【力量形成の助け】，【保健師と
しての自己のふりかえり】になると捉えていた．この
ことから，事業への大学の参画が保健師の現任教育に
なっていたと解釈できる．具体的には，【目的を明確
にした活動の必要性の理解】，【展開過程を踏まえた事
業実施の重要性の再認識】など事業展開の基本なこと
の理解や認識の深まりである．また，【役割に応じた
活動の重要性の再確認】，【住民重視の重要性の再認
識】，【主体的に取り組む必要性の再確認】など保健師
として基本的な考え方や姿勢について再確認する機会
となっていた．これらはいずれも保健師活動あるいは
保健師として基本的なことで，日頃，あまり意識して
いないと推測される．Ａ町は，経験14年の保健師が最
年少で，また，島嶼のため保健師教育の実習生が来な
いため，後輩や学生に指導する機会のないことも影響
していると考える．Ａ町に限らず，島嶼の市町村保健
師が学生の指導者となる機会はほとんどない状況にあ
り，日頃の活動において基本的なことを振り返る機会
の少ない可能性が考えられる．

町保健師が，大学と関わる上での問題と捉えた，【作
業目的や方法の共有】と【大学への距離感】は，現任
教育においても該当すると考えられる．学習者とそれ
を支援する者が，課題やその方法を共有することは前
提条件となる．島嶼という物理的な条件からタイム
リーに何度も行うことは難しいので，初回時，保健師
の解釈や認識を丁寧に確認することが重要である．ま
た，作業などは，少しでもその場で行い，その結果を
基に再確認し合うことが必要である．【大学への距離
感】は，大学というイメージが影響しており，島嶼に
は，大学がないので大学は遠い存在であり，大学教員
に親近感は持ちにくい．これは，先入観によるところ
が大きいので説明によって払拭できるものではなく，
関わっていく中で，解決されると考える．そのために
は， まず，程度の差こそあれ保健師が大学への距離感
を持っていることを大学は理解することである．また，
学習者と教育者の関係が良好であれば，学習効果は得
られやすいので，大学は “否定しない・話を充分聞く ”
など対人関係の基本的なことを心掛け，保健師の反応
を見ながら配慮する必要がある．

町保健師は，大学に【保健師の資質向上のための現
任教育】を望んでおり，具体的には【保健事業展開方
法の学習支援】と【自己啓発の促進】を期待していた．
保健事業の展開は，保健師の本務であり，保健師に求
められる基本的能力と行政職員としての能力，専門職
としての能力すべてが必要となる．それらを学習する
には，町の課題あるいは担当する保健事業を題材にし
たOJTが効果的と考える.また，自己啓発のための行
動は差し迫った必要性があるわけではないので，自ら
が強く意識していないと後回しになってしまいがちで
ある．佐藤は，「自己啓発の実施が企業における学習
風土醸成に寄与している」と分析している19）．これは，
職場の学習環境や学習に対する職場の考え方・雰囲気
などが職員個々の自己啓発の実施に影響を与えると解
釈できる．島嶼では自己啓発の場や機会が少ないので，
大学は，職場全体の現任教育や自己啓発に対する意識
や環境をも視野に入れ，支援する必要がある．
3． 本研究の限界と今後の課題
本研究では，島嶼における保健事業への大学の参画

の実際から，保健師の現任教育における大学の介入の
あり方を探ることができた．しかし，今回は事業の推
進を目的とした参画であったため，保健師個々の求め
る能力を確認することなく，大学が必要に応じて全員
あるいは個別に支援したものである．また，限定され
た地域の１つの取り組みからであるため，どの島嶼に
も活用できるものではない．

島嶼保健師は，地理的条件から研修の機会を得るこ
とへの困難さがあると推測されるので，大学が現任教
育の役割を担うことは重要と考える．今後は，大学の
参画の目的に現任教育を明示し，自治体あるいは保健
師とともにそのための方策を考えながら，実施するこ
とが必要である．

Ⅴ．結論
大学が参画した離島Ａ町の事業における保健師へ

の支援と町保健師の大学の参画に対する認識から，
島嶼保健師の現任教育における大学の介入のあり方
を検討した結果，以下の結論が得られた．
1． 支援内容

1） 会議のレジュメや議事録の作成など事務的業
務に関する指導を受けていない保健師もいる
ので，必要に応じて支援する．

2） 専門職の技術，エビデンスにしていくために，
日頃，実践していることの意識化と意味づけ
ができるようにする．

3） 他の事業等への活用ができるように，さまざ
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まな手法や新たな知見を伝達する．
4） モチベーションアップ・維持のために，相談

への対応や保健師間の意見調整を行う．
2． 支援方法

1） 自己を見直し，学習への認識や意識がもてる
よう，保健師同士あるいは他の職員との話し
合いを取り入れる．

2） 島嶼は社会資源が乏しいため，市町村支援を
役割とする保健所を活用する．

3） 実践力強化のために，実践したことに対して
繰り返しの助言や指導を行う．但し，対象保
健師の状況からその到達度を考慮する．

3． 取り組むこととその方法を共有するとともに，
保健師の解釈や認識を丁寧に確認し，取り組み
の実践を基に再確認し合う．

4． 保健師が大学に距離感を持っていることを理解
し，対人関係における基本的な態度と対象保健
師の反応を基に配慮する．

5． 保健師は，大学に保健事業展開方法の学習支援
を求めており，地域の課題あるいは担当する保
健事業を題材にしたOJTが効果的である.

6． 島嶼では自己啓発の場や機会が少ないので，職
場全体の現任教育や自己啓発に対する意識や環
境をも視野に入れ，支援する．

謝辞
研究にご理解とご協力をいただきましたＡ町なら

びにＢ保健所の皆様に深く感謝いたします．なお，
本論文の一部は第７回日本ルーラルナーシング学会
において報告したものである．

文献
1） 中村裕美子：標準保健師講座２　地域看護技術，

医学書院（東京），pp.225 227，2011.
2） 飯田登美子，金川克子編：地区組織活動．保健

学講座１地域看護学概論，メチカルフレンド社
（東京），pp.228．1998．

3） 宮崎美砂子，北山三津子，春山早苗他編：最新
公衆衛生看護学　各論２，日本看護協会出版会

（東京），pp.169，2014.
4） J・A・パーキンス，天城勲，井門富二夫：大学

の未来像，東京大学出版会，pp.12 14，1968.
5） 社団法人日本看護協会：平成21年度先駆的保健

活動交流推進事業　保健師の活動基盤に関する
基礎調査報告書，pp.48，2010.

6） 財団法人日本公衆衛生協会　分担事業者荒田義
彦：平成21年度地域保健総合推進事業　保健所
の有する機能，健康課題に対する役割に関する
研究報告書，pp81，2010.

7） 橘とも子，奥田煕子，安藤雄一：地域保健行政
従事者に対する系統的人材育成に関する検討，
保健医療科学，63 （1）；80，2014.

8） 熊本県健康福祉部健康局：熊本県保健師人材育
成指針，2011.

9） 栃木県保健福祉部：栃木県保健師現任教育指針，
2014.

10） 福島県保健福祉部：福島県保健師現任教育指針
　福島県保健師現任教育プログラム，2013.

11） 藤田美江，宮崎美砂子，石丸美奈：行政保健師
の現任教育に関する国内文献の検討，千葉看護
学会会誌，19（1）；32 33，2013.

12） 佐伯和子，大野昌美，大倉美佳ほか：地域保健
分野における保健師育成のOJTに対する指導
者の意識と組織体制，日本公衆衛生雑誌，56（4）；
234，2009.

13） 厚生労働省：地域保健従事者の資質の向上に関
する検討会報告書，2002.

14） 松本謙一：問い直したい「話し合い」観，日本生
活科・総合学習教育学会「せいかつ＆そうごう」，  
第9号，p98 99，2012.

15） 前掲書　1） pp.143
16） 武谷三男：武谷三男著作集１　弁証法の諸問題，

勁草書房，pp.137，1968.
17） 前掲書　1） pp.6
18） 田中幸子，鈴木久美子，岸恵美子他：へき地診

療所における看護活動の特性と課題（その２），
日本地域看護学会第７回学術集会演題集，
p191．2004．

19） 佐藤雄一郎：従業員の自己啓発がキャリア形成
に及ぼす影響と要因について，イノベーション・
マンージメント，No.9，2012.

日本ルーラルナーシング学会誌　第10巻（2015）30



Ⅰ．はじめに
日本のへき地・離島の保健医療対策は，昭和31年

度からへき地保健医療計画に基づき，医師の確保や
施設面の整備といったことを主に実施してきた1）．
第11次へき地保健医療対策検討会において，医師
だけでなく看護師等医療従事者に対しても支援を拡
大していく必要性が指摘された1）ことから，へき地
における看護師のより一層の活躍が望まれる．

また，日本の高齢化率は平成24年に24.1％となり，
昭和45（1970）年に高齢化率が7％を超えてからも上
昇を続けている2）．へき地においては，すでに高齢化
率が50％を超えている地域もあり3），へき地に暮ら
す地域住民の健康管理は緊喫の課題の一つである．

一方で，へき地診療所等への医師・看護師等医療
従事者の派遣，研修，遠隔診療支援等の役割を担う
へき地医療拠点病院の看護師員数の確保は約3割で
あったこと4）や，へき地において，十分な看護師員
数を確保できない中で看護を提供し続けている看護
師は，看護活動に関連した戸惑いや困難感を感じて
いる4）5）といったことが指摘されている． 

戸惑いや困難感が生じる場面では少なからずスト
レスを感じる．このストレスが適度な緊張感と集中
力につながり普段以上の力を発揮することができれ
ば，それは「良いストレス」6）であると考えられる．
しかし，戸惑いや困難感への対応策を見いだせず，
ストレスが蓄積され続けると，ストレスの影響を強
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目的に，833施設の看護師を対象に，郵送による自記式質問紙調査により調査した．回収率は，337通（回収率
40.5％）であった．結果，1）「看護活動に関連する問題」について問題と「感じる」と回答した者が最も多かっ
た項目は，「看護や医療に関する最新の情報が入ってこない」の263人（78.5％）であった，2）看護活動に関
連する困難感として，【看護活動において信頼できるサポート・連携が少ない】，【研修・研鑽・最新情報入手
の機会や仕事の評価・対価の不十分さ】，【仕事・生活や看護業務・それ以外の業務の境界の曖昧さ】が抽出さ
れた．困難感への対策として，就職後に【仕事・生活や看護業務・それ以外の業務の境界の曖昧さ】の困難感
を抱かないよう，1）教育機関でへき地の現状やそこでの魅力ややりがいについて周知していく，2）再就職支
援施設等で求職者にへき地の看護について周知していく必要性などが考えられた．
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く受ける者にとっては，精神的な健康や身体的な健
康に影響を及ぼすことになる7）．

へき地で医療に従事する看護師は，程度の差は
あっても高齢化をはじめ医療従事者の不足といった
個人では対応が難しい長期的な課題に関連したスト
レスを感じたことがあると考えられる．なかでも，
ストレスにうまく対応出来なくなった看護師は，心
身の不調が生じる恐れがあることが想定される．

新たな看護師の確保が難しい中，現在へき地で働
く看護師の離職を防止していくことはへき地の看護
師確保の問題における重要な対策の一つであること
からも，看護師の心身に不調が生じてしまう前から
の支援や対応が必要となると考える．心身に不調が
生じる前の段階を知る手がかりの一つとして，戸惑
いや困難感があると考える．

これまでに，へき地で働く看護師の戸惑いや困難
感に焦点を当てた研究はあまり行われていない4）5）． 

そこで本研究では，へき地診療所に勤務する看護
師の看護活動に関連する困難感に焦点をあて，看護
活動に関連する困難感に影響する要因について統計
学的手法を用いて明らかにすることを目的とした．

困難感は看護活動に関連しない場合にも生じる
が，全てを網羅した対策を考えることは難しいと判
断し，今回は看護活動に関連するものに絞った．

Ⅱ．方法
1．用語の定義

本研究では，へき地診療所を，へき地保健医療対
策実施要綱8）で定められた設置基準に基づいて設置
された診療所，および国民健康保険直営診療所9）の
へき地診療所設置基準に基づいて設置された第1種
へき地診療所および第2種へき地診療所をさす．
2．調査期間

調査期間は，2013（平成25）年8月から同年10
月末までの期間であった．

当初設定した期日までに回収された調査票が少な
かったため，14日間期日を延長し，調査協力を依
頼する文書を郵送した．
3．調査対象

調査対象は，第10次または第11次へき地保健医
療計画に基づき，各都道府県の保健医療計画におい
て「へき地診療所」と規定された1032施設から，
巡回・出張診療のみを実施していると推察できた施
設，および歯科診療所並びに休止・廃止となった
199施設を除外した833施設の看護師である．
4．調査方法

郵送法による質問紙調査を実施した．
へき地診療所に看護師が複数配置されている場

合，調査票は1診療所に対し1通のみを送付した．
対象者には無記名の調査票と料金後納の返信用封筒
を郵送した．
5．調査項目
1）　へき地診療所に勤務する看護師の看護活動に関

連する困難感に影響する要因として，個人要因お
よび環境要因を設定した．

個人要因の内容として，へき地診療所に勤務す
る看護師の，性別，年齢，婚姻状況，出身地，雇
用形態，取得免許，卒業した看護基礎教育課程，
看護師（准看護師）としての実務経験年数，現在
の診療所における勤務年数を設定した．

環境要因の内容としては，へき地診療所の要因
と社会資源の要因を設定した．へき地診療所の要
因の内容として，診療所の設置主体，病床の有無，
常勤職員数を設定した．社会資源の要因の内容と
しては，社会資源不足に起因する問題の有無を設
定した．社会資源の項目を設定した理由は，先行
研究で示されている「看護活動に関連する困難感」
の19項目10）11）の内容が，社会資源に関連してい
ると考えられたため，19項目と社会資源との関
連を検証するために追加した．

2）　看護活動に関連する困難感
へき地における看護活動に関連する困難感を示

す19項目は，2002（平成14）年から2003（平成
15）年にへき地診療所看護師を対象に実施した面
接調査の結果に基づき作成したものである．2004

（平成16）年10）および2008（平成20）年調査時
に使用した項目11）と同一のものを使用した．

6．分析方法
質問用紙の回答が50％以上記入されていない回

答用紙は除外した．
へき地における看護活動に関連する困難感を示す

19項目においては，それを困難に感じる程度につ
いて「全く感じない」，「あまり感じない」，「少し感
じる」「かなり感じる」の4件法で尋ねた．「全く感
じない」を1点，「かなり感じる」を4点とし，得点
化した． また，19項目全てにおいて，欠損値が
10％以上の項目がないこと，「かなり感じる」及び「全
く感じない」と回答した割合が50％以上ではない
ことを確認した．

各質問項目の単純集計を実施したのち，看護活動
に関連する困難感を示す19項目に対してKaiser
Meyer Olkin測度を確認後，因子構造を検討するた
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めに，最尤法Promax回転による探索的因子分析を
行った．因子分析の基準は，初期の固有値1以上，
スクリープロットの落差が大きいこと，因子負荷量
0.4以上とした．また，いずれの因子にも高い負荷
量を持たない項目及び複数の因子に同程度負荷して
いた項目は削除し，再度因子分析を行った．

次に，抽出された因子ごとの信頼性係数を求めた．
その後，抽出された因子とこれらの因子に影響する
と考えられる要因との関連をみるために，t検定及
び一元配置分散分析，相関分析を行った．

なお統計処理にはSPSS（Ver.21）を用いて有意
水準は5％とした．
7．倫理的配慮

著者が所属する大学の倫理審査規定に則り，調査
への協力依頼文書に，調査の趣旨，調査への協力は
自由意思であること，答えたくない質問には答えな
くて良いこと，調査へ協力しない場合でも不利益を
被らないこと，調査票及び返信用封筒は無記名であ
り個人や診療所は特定されないこと，回答は本研究
の目的以外に使用しないこと，研究終了後に本調査
で得たデータは破棄すること，調査票への回答・返
送をもって調査協力への同意を得たとみなすことを
協力依頼文書に明記し，調査票と共に送付した．

Ⅲ．結果
郵送した833通に対し337通の回答が得られた（回

収率40.5％）．そのうち，質問用紙の回答が50％以
上記入されていなかった2通を対象から除外し，
335人を分析対象者とした（有効回答率40.2％）．

回答者が所属する診療所の所在地別では，北陸・
中部地域が郵送数80通に対し，回答数45通（56.3％）
と最も高い回収率であった（表1）．

1．へき地診療所に勤務する看護師の看護活動に関
連する問題に影響する要因
1）個人要因

回答のあった335人のうち，性別は女性が327

人（97.6％），男性が7人（2.1％）であった．回
答者の年齢の幅は24歳から76歳までで，平均年
齢は49.0±8.1歳であった（表2）．看護師経験年
数の平均年数は，25.9±8.9年であった．また，
現在の診療所における平均勤務年数は，13.7±
10.2 年であった（表2）．

2） 環境要因
回診療所の設置主体は市町村が164 ヶ所

（49.0％）と最も多かった．無床の診療所が約9割
であり，駐在医師の有無については，駐在医師な
しが72 ヶ所（21.5％）であった．また，社会資
源不足に起因する問題があると回答した者は，
161人（48.1％）であった（表3）．

表1　地域別回収率

 

表2　個人要因

        

表3　環境要因
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1） 「看護活動に関連する困難感」の因子構造
19項目のKaiser Meyer Olkin測度は0.903で
あった．基準に照らし合わせて分析した結果，3
因子が抽出された．さらに，いずれの因子にも高

い負荷量を持たない項目及び複数の因子に同程度
負荷していた4項目を削除し再度因子分析を行っ
た結果，3因子が抽出された． 最終的な因子構造
と因子間相関を表4に示す．

2．看護活動に関連する困難感
「看護活動に関連する困難感」として最も多かっ

たのは，「看護や医療に関する最新の情報が入って
こない」が263人（78.5％）で最も多かった（図1）．

図1　看護活動において問題と感じていること　　　　　　　　　　（n=335）

表4　看護活動に関連する困難感の因子分析

日本ルーラルナーシング学会誌　第10巻（2015）34



第Ⅰ因子は，「相談できるバックアップ機関が
ない」，「看護活動に関して困った時に頼りにでき
る人がいない」，「看護に関するマニュアルや引継
ぎが不十分」，「自治体との連携がうまくいかな
い」，「後方支援病院との連携がうまくいかない」
の5項目で【看護活動において信頼できるサポー
ト・連携が少ない】，第Ⅱ因子は，「研修・研鑽の
機会が不十分」，「看護や医療に関する最新の情報
が入ってこない」，「看護以外の仕事に追われてい
る」，「自分の看護援助を評価してくれる機会がな
い」，「休暇が思うように取れない」，「仕事に見合っ
た給料をもらっていない」の6項目で【研修・研鑽・
最新情報入手の機会や仕事の評価・対価の不十分
さ】，第Ⅲ因子は，「自分の時間を使って仕事をし
なければならない」，「休日や夜間に急に仕事が入
る」，「担当・専門外の仕事をしなければならない」，

「業務が明確にされていない」の4項目で【仕事・

生活や看護業務・それ以外の業務の境界の曖昧さ】
と命名した．

また，各因子の信頼性係数は，第Ⅰ因子は0.885，
第Ⅱ因子は0.845，第Ⅲ因子は0.783となり，第Ⅲ
因子についてはやや低いが，それぞれ内的整合性
をもつと判断した（表4）．そこで，下位尺度毎
にすべての項目を用い，その合計を各下位尺度得
点とした．

抽出された3因子とこれらの因子に影響すると
考えられる要因との関連をみるために，t検定及
び一元配置分散分析，相関分析を行った結果を表
5に示す．

2） 「看護活動に関連する困難感」に影響する要因
との関連

3因子とに有意な関連が見られた属性は，「社会
資源不足に関連した問題の有無」であった（表5）．

 

表5　看護活動に関連する困難感の関連要因　　　　　　　n=335
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Ⅳ．考察
1．看護活動に関連する困難感の特徴
1） 10年以上続く看護や医療に関する最新情報の

入手困難
19項目の「看護活動に関連する困難感」につい

て問題と「感じる」と回答した者が最も多かった項
目は，「看護や医療に関する最新の情報が入ってこ
ない」の263人（78.5％）であった．この項目は，
へき地診療所の調査を開始した2003年及び2008年
の調査においても「感じる」と回答した者が7割台
であった10）11）．このことから，2003年からへき地
診療所で勤務する看護師の多くは「看護や医療に関
する最新の情報が入ってこない」状況にあり，その
ことによる困難感を認識していると考える．

最近は，最新情報や詳細情報はホームページを閲
覧するよう促すメッセージを見聞きすることが多く
なった．また，へき地保健医療対策検討会報告書（第
10次）12）において，すでに，情報通信技術（以下，
IT）による診療支援について記されていることか
ら，今後，へき地医療や看護においてもITの活用
は必要不可欠になっていくと考える．

IT環境の整備状況をみてみると，ハード面にお
いては，平成23年末のインターネット利用者数は，
人口普及率は79.1％となった13）と報告されている．
ソフト面においては，メールマガジン等を通じて，
無料で保健医療関係のニュース・最新統計資料等の
提供を行っている公益社団法人があり，無料で看護
師のための情報サイトを立ち上げている新聞社の
ホームページもある．さらに，大学教育においても 
e learning の活用は拡大しており，e learningの授
業を受けることで単位を取得できる大学も出てきて
いる．今後は，インターネット経由での電子ジャー
ナル，電子出版物の利用が可能となるであろう．

一方で，回答者の平均年齢が約50歳と少し高め
であることから，IT環境からの情報収集に苦手意
識を持つ看護師や，携帯電話であれば情報収集可能
な看護師の存在が考えられる．また，へき地看護に
関する情報量は，諸外国の看護関連のホームページ
のほうが日本のそれよりも多いことから，現在日本
で提供されている情報は，へき地診療所に勤務する
看護師が求める情報ではない可能性が考えられる．
さらに，診療所内において，医師に対するIT環境
は充実しているが，看護師が利用可能なIT環境は
整っていないことなども考えられ，2003年から約7
割の者が感じている「看護や医療に関する最新の情
報が入ってこない」という困難感は，広域的なIT

環境の整備以外の要因の可能性があると考える．そ
のため，今後は，へき地診療所に勤務する看護師個々
のIT環境や必要となる情報について詳細に調査し，
看護師のIT環境に合わせた配信情報の媒体や内容，
容量等について改善していく必要があると考える．
2）2008年から増加する困難感と2003年から減少す

る困難感
2003年及び2008年の調査時よりも「看護活動に

関連する困難感」について「感じる」と回答した者
が増加した項目は，「看護活動に関して困った時に
頼りにできる人がいない」，「相談できるバックアッ
プ機関がない」の2項目であった．この2項目は，
2008年の調査および今回の調査ともに約6割の者が

「感じる」と回答していた．また，2003年及び2008
年の調査時よりも「看護活動に関連する困難感」に
ついて「感じる」と回答した者が減少した項目は，「研
修・研鑽の機会が不十分である」，「休暇が思うよう
に取れない」，「仕事に追われて必要だと思う看護援
助ができない」，「看護以外の仕事に追われている」，

「自分の時間を使って仕事をしなければならない」，
「自分の看護援助を評価してくれる機会がない」の
6項目であった．6項目のうち，「自分の看護援助を
評価してくれる機会がない」以外の5項目の各年の

「感じる」と回答した者の割合は，2003年の調査で
は7割～ 8割，2008年の調査では6割～ 7割だった．

「自分の看護援助を評価してくれる機会がない」に
ついては，2003年の調査では約6割の者が，2008年
の調査では約5割の者が「感じる」と回答していた．
以上のことから，この6項目は2003年の調査から「感
じる」と回答した者が徐々に減少していることが分
かった．

2003年および2008年の調査並びに今回の調査の
回答者が同一ではなかったため，上述のように困難
感が増減した理由を特定することは困難であると判
断した．今後，縦断調査や質的調査等を実施し，へ
き地で働く看護師の困難感を多面的・多角的にとら
え，困難感が生じる理由や困難感に影響する要因等
について明らかにする必要があると考える．
3）相互に関連しあう3つの困難感

因子分析の結果，へき地診療所に勤務する看護師
の「看護活動に関連する困難感」として，【看護活
動において信頼できるサポート・連携が少ない】，【研
修・研鑽・最新情報入手の機会や仕事の評価・対価
の不十分さ】，【仕事・生活や看護業務・それ以外の
業務の境界の曖昧さ】の3つの因子が抽出された．
これらは，2008年の調査結果から示された内容と
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ほぼ同様であり14），へき地，離島に勤務する看護師
を対象にした先行研究15 ～ 18）が示唆する内容とも部
分的ではあるが，類似の結果であったことから，こ
の3因子は，へき地に共通する困難感である可能性
が考えられる．

また，これら3因子の因子間相関はどれも比較的
高い相関を示しており，これらの因子には関連性が
あることが示唆された．このことから，へき地診療
所に勤務する看護師の看護活動に関連する困難感
は，一つの困難感が高いと，他の困難感も高く，逆
に一つの困難感が低いと他の困難感も低いことが考
えられる．

さらに，3因子と「社会資源不足に起因する問題
の有無」とに統計的な有意差がみられたことから，
これら3因子は，社会資源不足と関連する項目であ
ることが示唆された．へき地において社会資源や人
的資源が不足していることはある意味自明でもあ
る．社会資源や人的資源に恵まれているのであれば，
そこはへき地の定義から外れるであろう．とは言え，
へき地診療所に勤務する看護師の看護活動に関連す
る困難感と社会資源不足とが統計的に関連があると
示唆されたことについては意味があると考える．

本研究で明らかになった3因子の特徴の一つは，
3因子が関連しているということである．つまり，【仕
事・生活や看護業務・それ以外の業務の境界の曖昧
さ】が改善されれば，【看護活動において信頼でき
るサポート・連携が少ない】や，【研修・研鑽・最
新情報入手の機会や仕事の評価・対価の不十分さ】
も改善する可能性があると考える．
【看護活動において信頼できるサポート・連携が

少ない】及び【研修・研鑽・最新情報入手の機会や
仕事の評価・対価の不十分さ】については困難感の
要因を絞り込むことができなかったため，今回は，

【仕事・生活や看護業務・それ以外の業務の境界の
曖昧さ】の困難感を改善する方法について考察する．

森ら19）は，国内および諸外国の研究報告をふまえ，
へき地・島嶼の看護活動の特徴について以下のよう
に述べている．

へき地・島嶼の看護活動の特徴の第一は，あらゆ
る年齢段階の広範囲な健康問題に対応できるジェネ
ラリストとしてプライマリヘルスケア全般を担って
いることや，代替要員がいないことで必然的ではな
い役割も組み込まれることもあり，国または地域に
より一律とはいえないが，どこでも役割が拡大する
傾向にある．特徴の第二として，地域のつながりの
つよさが活動の基盤になっている．これら二つの特

徴にはプラス面とマイナス面がある．プラス面とは，
役割拡大に伴う自律性の発揮および地域とのつなが
りのつよさに伴う継続的かつ良いケアが提供できる
ということであり，マイナス面は役割の拡散および
匿名性の欠如である．

以上のことから，【仕事・生活や看護業務・それ
以外の業務の境界の曖昧さ】はへき地・島嶼の看護
活動の特徴をマイナスと捉えた見方であるといえ
る．しかし，見方をプラスに変えれば，看護師の役
割拡大でもある．へき地で看護活動を実践する看護
師の中には，都会の病院の一病棟で行う看護活動よ
り多くの看護活動が経験でき，かつ自身の責任にお
いて看護を実践できることに対してやりがいを感じ
ている者も少なからずいる20）ことから，まずは，
へき地・島嶼の看護活動をプラスととらえている看
護師から困難感をどのように乗り越えたのかについ
ての話を聞き，具体的な対応策を数多く集めること
が大切だと考える．

また，これからへき地看護を担う人材への働きか
けとしては，【仕事・生活や看護業務・それ以外の
業務の境界の曖昧さ】といった困難感を就職後に抱
かないよう，就職前に抱いている理想と就職後の現
実とのギャップを埋めるためや看護師の役割拡大等
に対してのモチベーションの高い看護師を育成する
ために教育機関でへき地の現状及びそこでの魅力や
やりがいについて周知していくことが重要となると
考える．

さらに，再就職を考える看護師の中には，へき地
での看護について知らない看護師もいることから，
同じ理由で，再就職支援施設等で閲覧可能なへき地
看護についての映像資料や紙媒体資料を作成し周知
していくことも必要であると考える．
2．本研究の限界と今後の課題

本研究の限界として，回収率が40％台であった
ため，一般化することはできない．また，本研究は
横断調査であるため因果モデルの構築は不可能で，
要因の関連が示されたにすぎない．また，今回の調
査と2003年の調査及び2008年の調査とを比較しデー
タの増減を示したが，データが増減した理由につい
ては明らかにできなかった．今後は，縦断調査等を
実施し，へき地で働く看護師の困難感を多面的・多
角的にとらえたうえで，へき地診療所に勤務する看
護師の看護活動に関連する困難感が生じる理由や，
その困難感はへき地特有の困難感なのか，または時
代や年齢，へき地での勤務年数や看護活動の経験年
数などとともに変化していく困難感なのか等を見極
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め，へき地診療所に勤務する看護師の困難感の軽減
につながる方策を考えていくことが課題である．
3．まとめ

へき地診療所に勤務する看護師の看護活動に関連
する問題の認識とそれらに影響する要因について明
らかになったことは，以下の5点である．

（1）19項目の「看護活動において問題と感じている
こと」について「感じる」と回答した者が最も
多かった項目は，「看護や医療に関する最新の情
報が入ってこない」の263人（78.5％）であった．

（2）因子分析の結果，へき地診療所に勤務する看護
師が「看護活動において問題と感じていること」
として，【看護活動において信頼できるサポー
ト・連携が少ない】，【研修・研鑽・最新情報入
手の機会や仕事の評価・対価の不十分さ】，【仕
事・生活や看護業務・それ以外の業務の境界の
曖昧さ】の3つの因子が抽出された．

（3）現在へき地で働く看護師の【看護業務とそれ以
外の業務，仕事と生活，境界の曖昧さ】の困難
感を解消する策として，これらの困難感を乗り
越えた看護師から話を聞くなどし，他の看護師
に応用可能な具体的対応策を見出す．

（4）今後へき地で働く看護師が【看護業務とそれ以
外の業務，仕事と生活，境界の曖昧さ】の困難
感を抱かぬための取り組みとして，看護師の教
育機関でへき地の現状及びそこでの魅力ややり
がいについて周知していく．

（5）へき地で再就職を考えている看護師が【看護業
務とそれ以外の業務，仕事と生活，境界の曖昧
さ】の困難感を抱かぬための取り組みとして，
へき地看護についての映像資料や紙媒体資料を
作成したり，再就職支援施設等に直接出向いた
りし，求職者にへき地の看護について積極的に
周知していく．
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Ⅰ．はじめに
2011年3月11日に発生した東日本大震災において，

東北地方の太平洋沿岸部に位置する多くの市町村が
津波による甚大な被害を受けた．通信手段の遮断や
道路が甚大な被害を受けたこと等により，被災した
市町村の被害状況の把握や，支援の必要性の判断を
行うための情報収集が，極めて困難な事態が生じた．
災害対策基本法は，「国，地方公共団体は災害の発

生直後その他必要な情報を収集することが困難な時
であっても，できる限り的確に災害の状況を把握し，
これに基づき人材，物資その他の必要な資源を適切
に配分することにより，人の生命及び身体を最も優
先して保護する」ことを基本理念としている．災害
発生後に可能な限り早期に，かつ，的確に被災市町
村に関する情報収集を行い，今後の支援方針につい
て判断することで，被災市町村の被災者のニーズを
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要旨
【目的】東日本大震災で被災した一町の保健師の，発災から約一年間の災害時保健活動における地域診断の内

容と情報収集方法を明らかにすることである．
【方法】発災から約1年間の災害時保健活動に関するインタビュー内容を，災害サイクルを踏まえて4期に区

分し，抽出した地域診断の内容と情報収集方法を，地域・ヘルス・リソースの3つの観点で分類整理
した．インタビューは，所属長と保健師の同意を得て，個人情報保護を順守し行った．

【結果及び考察】発災直後は避難者への救護活動や避難所での活動を通して，中長期では支援チームの協力に
より再開した保健事業を通して，主にヘルスやリソースに関する地域診断の内容を情報収集していた．
復旧・復興期には仮設住宅への全戸訪問を通して，平常時には日頃の保健活動を通して情報収集して
いた．今後は本研究で明らかにした災害時保健活動における地域診断の内容や情報収集方法について
検討をかさね，保健師教育に活用されるようにしていく必要がある．



充足するための保健師の派遣・応援や資源の提供が
可能となる．岩室1）は「災害時にこそ地域診断が活
かされる．その地域にそもそもどのような社会資源
があり，それらがいまどのような状況になっており，
早急に利用，活用できるものは何か．このような状
況を把握することは地域診断の基本である．」と述
べている．通常，地域診断は平常時に行われている
が，災害時においても被災した住民の健康状態や生
活環境，社会資源の実態を把握し，健康問題を構成
する要素を分析し，取り組むべき健康課題や活動方
針を明らかにすることは重要である．

先行文献において，自然災害発生後に保健師が実
施した地域診断に関連した文献は石川ら2）の文献の
みであり，東日本大震災における派遣・応援保健師
の支援を受けた被災市町村の保健活動から地域診断
項目やそれに伴う情報収集を明らかにした研究は見
当たらない．自然災害発生時に保健師が行う地域診
断項目と情報収集方法を明らかにしておくことは，
被災した市町村の保健師が，保健所や外部の支援者
の協力を得て活動する時に必要な情報が提示しやす
くなり，支援者に依頼する活動を判断する際にも役
立つと考えた．

本研究の目的は，東日本大震災において被災した
一町の保健師の，発災から約1年間の災害時保健師
活動における地域診断の時期別の内容と情報収集方
法を明らかにし，災害時の被災市町村の保健活動に
おける地域診断項目と情報収集方法について検討す
ることである．

用語の定義
本研究における「地域診断」とは，住民の健康状

態や生活環境を把握し，健康問題を構成する要素を
分析して，地域において取り組むべき健康課題をア
セスメントすることにより，その健康課題の優先度
を判断すること，とする3）．

Ⅱ．研究方法
1． 研究対象

東日本大震災で被害を受けた一町（以下，「Ｚ町」
とする）の保健師2名を対象とする．Ｚ町は東日本
大震災において甚大な被害を受け，研究対象は災害
時に応援・派遣保健師等による支援を受けながら，
災害時の保健活動を行った経験がある．研究目的で
ある災害時保健活動に含まれていた地域診断の内容
と情報収集方法を明らかにするためには，Ｚ町の保
健師を対象とすることが望ましいと考えた．

研究対象が所属するＺ町の概要
東北地方の太平洋沿岸部に位置し，面積の大半を

山林が占める，漁業が盛んな地域である．発災前は
人口約2万人（平成23年3月1日現在），高齢化率は
約30％であった．過疎地域自立促進特別措置法に
基づき過疎地域自立促進計画を策定し，過疎対策事
業を実施しており，役場から管轄保健所までは車で
片道約50分を要する位置にある．人口は東日本大
震災により約1割が死亡し，現在は約１万７千人に
減少している（平成26年11月1日現在）．東日本大
震災の発災時は津波により堤防が損壊し，発災後は
避難所が40か所開設され，約4,000人が避難した．
全世帯の約半数が家屋に被害を受けた．町役場は浸
水し電気系統が故障，通信が約1週間遮断されたこ
とや，避難者への対応，医療機関との調整に多忙を
極め，支援ニーズを掌握して発信することができな
かった．要支援者リストや個人援助記録等の各種台
帳に被害はなかった．事務職の保健福祉担当課長が
災害対策本部会議に出席し，決定された方針に従っ
て保健福祉担当課長と統括的な立場にある保健師と
で活動方針を決定し，他の保健師に指示した．発災
当初，保健師は約10名の体制で活動したが，受診
調整役の保健師1名以外は避難所に張り付いて活動
した．道路の寸断やガソリン不足などの理由から，
管轄保健所の保健師が実態把握に訪れたのは発災か
ら3日後であり，その後支援チームが次々と投入さ
れた．災害後は，災害発生前よりも町保健師と保健
所保健師との関係性がより密になった，との声が聞
かれている．
2． データ収集方法

対象である2名の保健師に対して，90分程度のイ
ンタビューを2回実施し，震災直後から概ね1年間
の保健活動について，質問項目に基づいて半構造的
面接を実施した．インタビューは対象者の同意を得
て録音した．
3． 質問項目
1） 調査対象の属性として，勤務年数，所属部門，

職位について尋ねた．
2） 発災直後から概ね1年間の保健活動について聴

取した．
4． データ収集期間

平成24年2月28日，9月13日
5． 分析方法
1） 録音した内容に基づき逐語録を作成し，保健活

動の過程で実施していた地域診断についてその
内容と情報収集方法を抽出した．
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2） 地域診断の内容は地域アセスメント，ヘルスア
セスメント，リソースアセスメントの3つの観
点に分けて分類整理し，地域診断項目を作成し
た．

3） 情報収集方法は，災害サイクルの時期に分けて
整理した．地域アセスメントの内容については，
地域の基本情報，被害状況，避難所等設置状況
等を対象とした．

なお，へルスアセスメントについては，被災地・
被災住民の健康状態，要援護者の状況，衛生環境等
を対象とした．リソースアセスメントは，被災自治
体・医療等ケア機関の稼働状況，外部支援者の活動
状況，現地の住民組織等の活動，組織・団体間の連
携状況等を対象とした．被災した市町村の保健師が，
保健所や外部の支援者の協力を得て活動する際に，
3つの観点に分けて地域診断の内容を分類整理する
ことは，必要な情報を支援者に提示し易くなり，支
援者に依頼する活動を判断する際にも役立つと考え
た．

地域診断を行った時期は災害サイクルを踏まえ以
下の4期に区分した．

a）発災直後（24時間～ 1週間以内）
b）中長期
c）復旧・復興期
d）平常時
また，各期に特徴的な地域診断項目（他の時期に

はない地域診断項目）については，表2 ～表5の各
表中に＊で示した．
6． 倫理的配慮

調査対象の町の地域保健部門の管理者，及び面接
聴取する保健師の両者に，本調査の趣旨と内容，研
究協力は自由意思であること，調査内容は本研究以
外の目的に使用しないこと，調査結果の公表にあ
たっては，保健師個人および自治体が特定されるこ
とのないよう十分配慮すること，調査実施後の調査
協力辞退は可能であること，本調査に関する質問や
疑問点については，随時研究者が応じることを文書
を用いて説明し，書面で同意を得た．

本調査は，千葉大学大学院看護学研究科倫理審査
委員会の承認を得て実施した．

Ⅲ．研究方法
1． 調査対象の属性

調査対象の属性を表1に示す．

2． 発災後の保健活動における地域診断の時期別の
内容と情報収集方法

以下に，発災直後（24時間～ 1週間以内），中長期，
復旧・復興期，平常時の各期の保健活動における地
域診断の内容と情報収集方法を示す．表中の＊は，
各期に特徴的な地域診断項目を示す．
1）発災直後（24時間～ 1週間以内）の保健活動で
行われていた地域診断の内容と情報収集方法

発災直後の保健活動の概要，地域診断項目と情報
収集方法を表2に示す．

地域アセスメントの項目には，【住民の被災状況】，
【住宅の被災状況】，【2次災害発生の可能性】，【通
信手段の被害状況と復旧状況】，【ライフラインの被
害状況と復旧状況】，【避難所の設置状況と避難者数】
の6項目があった．ヘルスアセスメントの項目には，
[各避難所の医療を要する避難者の状況]，[各避難
所の要援護者の状況]，[各避難所の環境衛生の状況]
の3項目があった．リソースアセスメントの項目に
は，〈町庁舎や設備の被害状況〉，〈町保健師の被災
状況と稼働状況〉，〈統括保健師の稼働状況〉，〈要援
護者台帳や個人援助記録等の記録類の被害状況〉，

〈医療機関の被害及び復旧状況と稼働状況〉，〈社会
福祉施設の被害状況及び復旧状況，稼働状況〉，〈各
避難所の感染症患者の隔離のためのスペースの確保
状況〉，〈各避難所の救護所の設置状況〉，〈医薬品や
介護用品の在庫状況〉，〈保健所保健師の協力状況〉，

〈避難者における支援者確保の状況〉，〈派遣保健師
の中にスーパーバイザーやコーディネーターがいる
か〉，〈支援チームがもつ機能と活動状況〉，〈運ばれ
てきた死亡者の安置場所〉の14項目があった．

情報収集方法には，《役場に避難してきた住民に
救護活動を行いながら住民の被災状況を把握した》，

《統括保健師が災害対策本部会議に出席した直属の
担当課長から活動方針に関する情報を得た》，《避難
所を巡回し要介護者の実態把握を実施した》，《地域
包括支援センタースタッフと要介護者を把握するた
めの同行調査を実施した》，《地域包括支援センター
の雇い上げ看護師が把握した避難所の要介護者につ
いて情報提供を受けた》，《妊婦を避難所内の保育所
に集約したことで結果的に把握できた》，《医療調整

表1 調査対象の属性
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表2　発災直後（24時間～ 1週間以内）の保健活動で行われていた地域診断の内容と情報収集方法

 (24 1
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表3　中長期の保健活動で行われていた地域診断の内容と情報収集方法
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会議を開催する中で医療機関の被害及び復旧状況，
稼働状況について把握した》ことがあった．
2）中長期の保健活動で行われていた地域診断の内
容と情報収集方法

中長期の保健活動の概要，地域診断項目と情報収
集方法を表3に示す．

地域アセスメントの項目には，【住民の被害状況】，
【住宅の被害状況】，【通信手段の状況】，【避難所の
設置状況と避難者数】，【ライフラインの被害状況と
復旧状況】の5項目があった．ヘルスアセスメント
の項目には，[避難所における感染症の発症状況]，[被
災住民の精神状態]，[被災住民の支援チーム対する
反応]，[被災した住民の栄養確保の状況]，[被災し
た住民の清潔確保の状況]，[被災により母子健康手
帳を紛失した者の数]，[被災による失職者数]，[在
宅の要援護者の状況]，[被災していない高齢者の健
康や生活の状況]の9項目があった．リソースアセ

スメントの項目には，〈町保健師の稼働状況〉，〈派
遣保健師の中にスーパーバイザーやコーディネー
ターがいるか〉，〈支援チームの種類と活動状況〉，〈支
援チームの活動期間〉，〈医療機関の稼働状況〉，〈遠
方の医療機関への受診が必要な被災住民の移送手
段〉，〈保健所保健師の協力状況〉の9項目があった．

情報収集方法には，《派遣保健師チームや心のケ
アチームとのミーティングにおける情報収集》，《支
援チームメンバーに保健所のミーティングに参加し
てもらい，情報を得る》，《医療チームとの医療調整
会議における情報収集》，《がん検診の機会をとおし
た情報収集》があった．
3）復旧・復興期の保健活動で行われていた地域診
断の内容と情報収集方法

復旧・復興期の保健活動の概要，地域診断項目と
情報収集方法を表4に示す．

 

表4　復旧・復興期の保健活動で行われていた地域診断の内容と情報収集方法
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地域アセスメントの項目には，【町の人口の変化】，
【仮設住宅の設置状況】の2項目があった．ヘルス
アセスメントの項目には，[被災者の精神状況，ハ
イリスク者の把握]，[仮設住宅における孤独死の数，
自殺者数]，[高齢者世帯数，独居高齢者世帯数]の3
項目があった． リソースアセスメントの項目には，

〈支援チームの活動期間〉，〈仮設住宅における自主
防災組織の活動状況〉，〈仮設住宅における集会所の
設置状況〉の3項目があった．

情報収集方法には，《特定健診の場を活かした心
の健康に関する情報収集》，《胃がん，超音波健診の

機会をとおした情報収集》，《乳幼児健診の機会をと
おした情報収集》，《運動教室の機会をとおした情報
収集》，《仮設住宅，みなし仮設住宅，在宅被災者，
他市町村に設置された仮設住宅への全戸訪問による
情報収集》，《仮設住宅への全戸訪問の際に建築担当
課から仮設住宅に入居した住民の情報を得る》が
あった．
4）平常時の保健活動で行われていた地域診断の内
容と情報収集方法

平常時の保健活動の概要，地域診断項目と情報収
集の方法の表5に示す．

ヘルスアセスメントの項目には，[移動支援が必
要な在宅の要援護者数]，[住民の防災意識]，[住民
の防災意識に影響を与えている要因]の3項目があっ
た．リソースアセスメントの項目には，〈協定を締
結している福祉避難所の数〉，〈災害時に協力が得ら
れる専門職などの人材の登録状況〉，〈要援護者への
災害時の対応を想定した訓練や体制づくりの状況〉，

〈仮設住宅における自主防災組織の活動状況〉，〈災
害時に避難所となる学校長の災害時の避難所活動に
関する意識〉，〈保健師の無線機使用の可否〉，〈被災
する可能性が低い地域にある医療福祉施設〉の7項
目があった．

情報収集方法には，《防災訓練時における住民の
防災訓練への参加状況，防災意識の把握》があった．

 

表5　平常時の保健活動で行われていた地域診断の内容と情報収集方法
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Ⅳ．考察
1． 災害時の被災市町村の保健活動における地域診

断項目と情報収集方法
以下に，発災直後（24時間～ 1週間以内），中長期，

復旧・復興期，平常時の各期の保健活動における地
域診断項目と，それに伴う情報収集方法について考
察する．
1）発災直後（24時間～ 1週間以内）の保健活動に
おける地域診断項目と情報収集方法

地域アセスメントに関する地域診断項目について
は，町保健師は初動として，役場に避難してきた住
民に対し救護活動を行いながら【住民の被災状況】
を把握していたことから，市町村保健師は災害時に
保健活動を通して住民の被災状況を把握していく必
要がある．また，保健師は【2次災害発生の可能性】
を考慮して，役場に避難している住民を安全な地域
にある避難所に移動させる支援を行っていた．この
ことから，市町村保健師は2次災害の可能性に関す
る情報を災害対策本部からや保健活動を通して把握
し，2次災害の可能性がある場合は災害時要援護者
から優先的に安全な地域にある避難所に移動できる
よう，災害対策本部に対し提言していく必要がある．

また，本研究の対象においては通信手段が遮断さ
れていたため，町保健師は保健所保健師が発災後3
日目に実態調査に訪れるまで，[各避難所の医療を
要する避難者の状況]，[各避難所の要援護者の状況]，
[各避難所の環境衛生の状況]，〈町保健師の被災状
況と稼働状況〉，〈統括保健師の稼働状況〉，〈要援護
者台帳や個人援助記録等の記録類の被害状況〉，〈医
療機関の被害及び復旧状況と稼働状況〉，〈各避難所
の感染症患者の隔離のためのスペースの確保状況〉，

〈各避難所の救護所の設置状況〉，〈医薬品や介護用
品の在庫状況〉，〈避難者における支援者確保の状況〉
等についてアセスメントし，判断した支援ニーズを
発信することができなかった．このことから，市町
村保健師は災害時に当該市町村の通信手段が遮断さ
れた場合を想定して，支援ニーズの保健所保健師へ
の伝達方法を，保健所保健師と共に平常時に検討し
ておく必要がある．その一つの方法として，保健所
保健師が当該市町村に出向き，情報収集を行うこと
がある．

奥田4）は「被災地全体の地区状況や，被災後のそ
の時点での情報や課題の提示があれば，派遣保健師
は共通認識の中で自分の役割が確認できた実態か
ら，平常時における被災自治体および保健所管内の
保健活動に関連する情報について，平常時に外部支

援者に情報提供できることを前提に情報整理を行
う」ことで「被災直後の混乱期，被災地保健師が個々
にオリエンテーションを実施することが困難な中
で，地域の実情を知らない応援・派遣保健師にとっ
て，自己完結型の活動のための一助となり得る」と
述べている．このことから，平常時における地域診
断を踏まえ，災害時の地域診断項目について情報を
提示することで，応援・派遣保健師の被災市町村に
おける初動に役立つと考える．また，《統括保健師
が災害対策本部会議に出席した直属の担当課長から
活動方針に関する情報を得た》ように，災害対策本
部の活動方針を把握し保健活動を展開することが重
要である．その場合，統括保健師が災害対策本部に
身をおいて活動することでより地域診断項目につい
ての情報収集やアセスメントが可能となり，必要と
判断した保健活動やリソースに関して災害対策本部
に提言し易くなると考える．

町保健師は避難所での保健活動を通して避難者の
中に保健師に代わる人材（看護職）がいるか，とい
う〈避難者における支援者確保の状況〉を把握して
いたが，発災直後の極めて困難な状況において支援
者の存在は避難所における保健活動の質を担保する
上でも重要である．避難者の中に支援者がおり，協
力が得られる場合は積極的に活用していく必要があ
る．室崎5）は，「物や人が提供されないという支援
の空白，瓦礫の撤去や仮設の建設が進まないという
復興の遅延が，助けられたはずの命を関連しという
形で奪っていった」と述べており，現地の支援者を
有効に活用して，支援の空白や遅延を可能な限り作
らないようにすることが重要である．

また，災害時には市町村保健師に様々な役割が求
められるが，〈町保健師の被災状況と稼働状況〉や〈統
括保健師の稼働状況〉を踏まえ，当該市町村の保健
師が疲労困憊による重大な健康問題を発生させない
ようにすることが必要である．本研究の対象は〈派
遣保健師の中にスーパーバイザーやコーディネー
ターがいるか〉について把握していたが，スーパー
バイザーは保健師としての活動方針を決定する上
で，またコーディネーターは保健師が休息を確保す
る上で，その存在の有無は大きく影響する．牛尾6）

は，災害発生後の自治体職員の精神保健対策への示
唆として，「組織が職員の休日や休養を確保する」，

「気持ちを吐き出す機会をつくる」必要性を述べて
いる．このことからも，スーパーバイザーやコーディ
ネーター等の役割を発揮できる保健師の有無を確認
することが重要であり，いない場合はそれらの役割
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が発揮できる保健師の応援・派遣を保健所保健師に
求める根拠となる．
2）中長期の保健活動における地域診断項目と情報
収集方法

災害直後に比べて衣食住に関する状況は改善され
つつも，今後の生活についての見通しが困難な中で
長期化する避難生活においては，避難者の精神的な
ストレスが日増しに増大することが考えられる．市
町村保健師はそのような[被災住民の精神状態」を
支援チームとのミーティングを通して把握すると共
に，[被災住民の支援チームに対する反応]も踏まえ
て，その後の活動方針について判断する必要がある．
町保健師は平常時の保健師活動において捉えてい
た，悩みを表出しない住民の特徴を踏まえ，こころ
のケアチームに依頼する活動内容を判断していたこ
とから，市町村保健師は，平常時の活動を通して，
住民の，他者とのコミュニケーションにおける特徴
や，その地域に根付いている精神的な文化を把握し，
そのことを踏まえて支援チームに支援を依頼する内
容を判断する必要がある．

また保健師は，[被災による失職者数]を支援チー
ムとのミーティングを通して把握していたが，被災
者の失職が，長期的に見て被災者の健康に及ぼす影
響の予測に繋がるため，情報収集すべき内容として
重要であると考える．

情報収集の方法としては，《派遣保健師チームや
心のケアチームとのミーティングにおける情報収
集》や《医療チームとの医療調整会議における情報
収集》などの他に，災害時の保健活動に欠かせない
保健所保健師との情報交換について，《支援チーム
メンバーに保健所のミーティングに参加してもら
い，情報を得る》方法がとられていた．村嶋ら7）は，

「保健師が直接対応した方が良いのか，他の職種で
もよいのか（中略），振り分けをすることが必要で
ある」と述べており，被災市町村の保健師が直接対
応すべき活動か否かや，保健師でなくても良いのか
等，市町村保健師が対応すべき活動の優先順位を判
断しながら，支援チームと協働していくことが重要
である．

町保健師が今後の保健活動の方針を考える上で
〈支援チームの活動期間〉は重要な情報であり，そ
の情報に基づいて現在の支援チームに対し支援の継
続を要請するか，またはそれとは別に新たな支援を
要請していくのかについて検討することが可能とな
り，保健事業の再開にも繋がる内容である．

3）復旧・復興期の保健活動における地域診断項目
と情報収集方法

町保健師は，《仮設住宅への全戸訪問の際に建設
担当課職員から仮設住宅に入居した住民の情報を得
る》ことで，[被災者の精神状況，ハイリスク者の
把握]や[高齢者世帯数，独居高齢者世帯数]の把握
に役立てていた．この時期の活動においては，仮設
住宅の建設担当課職員との連携による，支援が必要
な住民に関する情報収集は有用であると考える．ま
た，[仮設住宅における孤独死者数，自殺者数]や〈仮
設住宅における集会所の設置状況〉を踏まえて，入
居者同士のつながりや交流の機会をつくる必要があ
る．仮設住宅に入居したことで被災前のコミュニ
ティから切り離される住民もいることから，〈仮設
住宅における自主防災組織の活動状況〉も把握する
ことで，入居者同士のつながりや交流，共助の促進
に向けて，高齢者が交流するための場づくりや，健
康教育の中に交流の機会を意図的に盛り込んでいく
ことができる．
〈支援チームの活動期間〉については中長期と同

様に延長の必要性を検討したり，必要時は継続支援
の可能性を支援チームに打診していく必要がある．

情報収集の方法としては，市町村保健師は《特定
健診の場を活かした心の健康に関する情報収集》，

《胃がん，超音波健診の機会をとおした情報収集》，
《乳幼児健診の機会をとおした情報収集》，《運動教
室の機会をとおした情報収集》など，再開した保健
事業を通して住民の心身の健康状態を把握しアセス
メントすることを通して，活動方針を判断していく
ことが必要である．
4）平常時の保健活動における地域診断項目と情報
収集方法

平常時において市町村保健師は日頃の活動を通し
て[移動支援が必要な在宅の要援護者数]を把握した
り，防災訓練を通して[住民の防災意識]や[住民の
防災意識に影響を与えている要因]を把握しておく
必要がある．

また，〈協定を締結している福祉避難所の数〉，〈災
害時に協力が得られる専門職などの人材の登録状
況〉，〈要援護者への災害時の対応を想定した訓練や
体制づくりの状況〉，〈仮設住宅における自主防災組
織の活動状況〉，〈災害時に避難所となる学校長の災
害時の避難所活動に関する意識〉，〈保健師の無線機
使用の可否〉，〈被災する可能性が低い地域にある医
療福祉施設〉等のリソースに関する情報を収集し，
これまでの災害時の保健活動を踏まえて，平常時に
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リソースを充実させる活動を行う必要がある．災害
時協定を締結している福祉避難所となる施設の数は
十分かを検討し，十分でない場合は，新たな施設と
災害時協定を締結しておく必要がある．また，当該
自治体内で居住していたり，勤務している看護専門
職に対し，日頃の保健活動を通して災害時の保健活
動に協力が得られるように働きかけ，協力が可能な
看護職に関してリストを作成しておくことも一つの
方法として考える．また，災害時に避難所となる施
設の長に対し，災害時の避難所の運営方法について
防災訓練等の機会に伝えておく必要がある．さらに，
災害時に保健師が地域診断項目に関する情報を収集
するだけでなく支援ニーズを発信するための手段と
して，災害時に無線機が適切に使用できるように防
災訓練等の機会に使用方法を確認しておく必要があ
る．管轄保健所から遠距離にある市町村の保健師は，
特に災害時に確実にコミュニケーションツールが確
実に活用できるようにして手技を確認しておく必要
がある．

さらに，〈災害時に支援を受け，災害時応援協定
を締結している県外自治体〉と災害時の保健活動を
振り返り，当該市町村において必要な地域診断項目
や情報収集方法を共に確認したり，定期的な情報交
換やシミュレーションを行うことで，災害時に住民
に対し，より迅速な支援が提供できることに繋がる
と考える．
2． 本研究から得られた示唆

本研究で明らかとなった，災害時の被災市町村の
保健活動における地域診断項目と情報収集の方法に
ついて，今後さらに検討を重ね，市町村における防
災訓練でのシミュレーションや災害時の保健師活動
マニュアルに含めて活用されるようにしていくこと
が課題である．また，臺ら8）は看護系大学の3年生
を対象とした健康危機管理演習において，災害時の
地域アセスメントについて学習させる取り組みを
行っているが，災害時保健活動における地域診断項
目と情報収集の方法について，今後さらに保健師教
育に活用されるようにしていくことも重要な課題で
あると考える．

Ⅴ．おわりに
東日本大震災において被災した一町の発災後の保

健師活動に含まれていた地域診断の内容と，それに
伴う情報収集方法を明らかにした．本研究では一町
を対象としているため，今回検討した地域診断項目
や情報収集方法を全ての市町村に適用することには

限界がある．今後は本研究の成果を踏まえ，災害時
の市町村の地域診断項目と情報収集方法について検
討を重ねる必要がある．

本研究は，平成25年度厚生労働科学研究（健康
安全・健康危機対策総合研究事業）「大規模災害に
対する地域保健基盤整備実践研究」（研究代表者
遠藤幸男）分担研究「災害時の被災市町村支援にお
ける地域診断項目とその活用に関する研究」（研究
分担者　宮﨑美砂子）の成果の一部である．
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Ⅰ．はじめに
離島は，古くから海上交通しかない環境により培

われた，海を中心とする生活空間や時間の共有，生
活に必要な自主的な共同活動により構成される地域
社会1）を有する．我が国の離島における地域看護活
動については，先行研究からいくつかの知見を見出
すことができる．すなわち，生活を成り立たせるた
めに住民個々が様々な役割を担ってきた背景から，
住民に意図的に複数の役割を割り当てる2）や，進学
や就職，介護等に伴う島外移住など，社会資源の不
足により離れ離れになる家族を支える3） 9），生活に
直接影響する住民間の力関係を考慮した支援体制を
構築する2），台風による過酷な自然環境下での生活
を支える4）8），1島1市町村型，多島1町村型，1島
多市町村型といった市町村行政による離島類型に応

じた支援の方向性を検討する2）9）10）などである．
離島の中には，交通事情により保健師が島外から

通勤できず，地域看護活動の対象である住民と同じ離
島内に生活することを求められる島がある．このよう
な離島内居住をしている保健師は，その多くが自身の
生活と地域看護活動との関連を認識している11）．関連
が認識される地域看護活動の内容は多岐に渡り，地
域把握からニーズ明確化，計画立案，実施，評価と
いった地域看護過程の各段階に見られる11）．これら
から，保健師が住民と同じ離島内に生活するという
活動条件は，離島での地域看護活動を特徴付ける要
因として考慮する必要があるといえる．

へき地看護の概念に「患者を個人的に知ること」
「匿名性の欠如」がある12）．これらの概念は看護職
が看護活動対象者と同じ地域内に生活することから
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生じる．これらはへき地の看護職に患者を個人的に
知ることでよりよい看護ができるという確信を与え
るなどの安心感を与えているが，同時に束縛もして
いると言われる12）．

離島は島外に通じる陸路がなく，島外への随時的
個別的な移動はできない閉鎖的な空間である．離島
内居住をしている保健師は，そういった環境の中で
地域看護活動をよりよくし，同時に自身の生活も成
り立たせるノウハウを身につけながら看護活動を
行っていると考えられる．

しかしながら，離島を有する自治体数や保健師数
は少なく，また，離島の隔絶性，孤立性という特性
から，保健師個々が持つノウハウは言語化される機
会や他者と共有される機会に乏しく，蓄積されにく
い．離島内居住をしている保健師にとって，同じ状
況にいる保健師たちが自身の生活と地域看護活動を
どのように結びつけて活動しているかを理解するこ
とは，離島での地域看護活動をよりよくする実践知
の獲得や看護実践能力の向上に役立つと考えられる．

そこで，本研究では，離島で活動しかつ居住して
いる市町村保健師が持つ，保健師自身の生活と地域
看護活動とを結びつける認識とその現れ方及び現れ
たきっかけを明らかにし，そこから離島内居住をし
ている保健師の実践知とその獲得方法を検討するこ
とを目的とする． 

Ⅱ．研究方法
1． 用語の定義

本研究では，「離島」，「離島保健師」，「保健師自
身の生活」，「保健師の生活と地域看護活動を結びつ
ける認識」を以下のように定義する．
1） 離島

離島4法（離島振興法，小笠原諸島振興開発特別
措置法，奄美群島振興開発特別措置法，沖縄振興特
別措置法）に基づき指定されている島．
2） 離島保健師

離島を活動対象地域としている市町村常勤保健師．
3） 保健師自身の生活

保健師の業務以外の全ての活動．
4）保健師自身の生活と地域看護活動とを結びつける認識

保健師自身の生活と地域看護活動との間で一方向
あるいは双方向に関係づける地域看護活動上あるい
は生活上の気づき・考え・心構えとする．保健師が
言語化している顕在的認識と，保健師は言語化して
いないが保健師の生活や地域看護活動の実態や前後
関係から関係づけていることが他者から読み取れる

潜在的認識の両方を含む．

2．対象者
離島を担当地区とする市町村保健師のうち，その

離島内に保健師自身が居住している市町村常勤保健
師6名とした．

2007年度版離島統計年報を参照し，離島を有す
る各市町村保健主管課に島内居住をしている保健師
数を問い合わせ，該当する保健師がいる全市町村の
保健担当課長宛に研究協力意向確認の文書および切
手貼付済封筒を送付し，該当する保健師に配布して
もらった．研究協力の意向を確認できた保健師の中
から，保健師経験期，保健師の出身地，離島の都道
府県，性別が多様になるよう対象者を選定した．

3．データ収集方法
対象者が力を入れて取り組んでいる地域看護活動

について，活動の対象，活動の目的，取り組んだきっ
かけ，活動の内容，評価など地域看護活動過程の詳
細を，インタビューガイドを用いた半構成的面接に
より聴取した．その際，当該地域看護活動に関連す
る保健師自身の生活があったかを適宜質問し，ある
場合はその詳細を聞いた．面接時間は1回1時間半
程度で面接回数は1回とし，同意を得て録音した．
データ収集期間は平成22年7月から平成22年10月
であった．

4．データ収集項目
聴取した内容から以下の4項目を抽出した．

1） 実施した地域看護活動
2） 実施した地域看護活動の結果
3） 保健師の生活
4） 地域看護活動に伴って見られた保健師の生活と

地域看護活動を結びつける認識（顕在的認識）

5．分析方法
分析方法は以下の通りである．

1） 保健師自身の生活と地域看護活動とを結びつけ
る認識の分析方法

（1） 顕在的認識は，まず，聴取した内容から，保
健師の生活と地域看護活動の間で一方向ある
いは双方向に関連させている地域看護活動上
あるいは生活上の気づき・考え・心構えにつ
いて保健師自身が語っている部分を意味のま
とまりごとに抽出した．表現を簡潔に整え，
1次データとした．
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（2） 潜在的認識は，地域看護活動に関連して語っ
た保健師の生活について，それを想起した
きっかけとなっている地域看護活動やその結
果の部分を熟読し，保健師の生活と地域看護
活動の関連に対する保健師の気づき・考え・
心構えについて，保健師自身は言語化してい
なくても実態や前後関係から読み取れること
を研究者が判断し抽出し，1次データとした．

（3） 1）と2）を全対象者合わせてカテゴリ化した．
2） 保健師自身の生活と地域看護活動とを結びつけ

る認識の現れ方及び現れたきっかけの分析方法
（1） 対象者ごとに逐語録から，地域看護活動とその

結果，保健師の生活について，意味のまとまり
ごとに区切って抽出し，それぞれ簡潔に表現を
整え，時間の経過に沿って並べなおした．

（2） 1）で明らかにした保健師の生活と地域看護
活動を結びつける認識について，対象者ごと
に認識が現れた順番にそって一つずつ，何を
きっかけに認識が現れているか，認識により
その後何が起こったかについて，地域看護活
動や保健師の生活，認識の前後関係やきっか
けを読みとった．読み取る際には適宜逐語録
に戻り，文脈から読み取れているか確認した．

（3） 全対象者の認識の現れ方と，認識が現れた
きっかけについて共通性があるものでまと
め，認識の現れ方と現れたきっかけのパター
ンを見出した． 

なお，分析の妥当性・信頼性を確保するために，

逐語録からの抽出，サブカテゴリとカテゴリの生
成，認識が現れたきっかけの読み取りにおいて，
へき地看護や地域看護に精通した看護教育研究職
から助言を受け検討した．

6．倫理的配慮
研究協力意思確認書の返送があった保健師及びそ

の所属長に対し研究依頼書及び同意書を送り，文書
及び電話で研究の趣旨，協力に伴う不利益及び軽減
方法，研究への協力は自由意思であること，協力は
いつでも辞退できること，研究結果の公表方法，守
秘性・匿名性の保証について説明した．協力できる
場合は同意書への署名と返送を依頼した．保健師の
所属長にも文書にて説明し，研究協力への承諾を書
面にて得た．面接前には保健師に研究趣旨を改めて
説明し，協力意思を確認した上で面接を実施した．
聴取した内容に地域の特定につながる情報があった
場合は逐語録化する際に全て匿名化した．本研究は，
自治医科大学大学院看護学研究科の研究倫理審査に
て承認された．

Ⅲ．研究結果
1．対象者の属性

対象者6名の概要を表1に示す．保健師経験期は
新任期3名，中堅期1名，ベテラン期2名であり，
性別は女性5名，男性1名であった．保健師経験期は，
新任期は5年目まで，中堅期は6 ～ 20年目まで，ベ
テラン期は21年目以上とした．

2．保健師の生活と地域看護活動を結びつける認識
保健師の生活と地域看護活動を結びつける認識

は，214の１次データから，40のサブカテゴリ，13
のカテゴリが分類できた．表2に示す．認識のカテ
ゴリは【】，サブカテゴリは〈〉で示す．
1） 自身の島内ネットワークと関係機関職員や住民
が持つ島内ネットワークを組み合わせ，必要な
情報を的確に入手する

〈集落の葬祭での噂話や住民の振る舞いから支援

が必要な住民の見極めにつながる情報を得たら，島
内保健医療職間で共有しあう〉や〈離島内居住する
関係機関職員や元保健師が把握した住民の声を生活
での接点に聞き取り集約する〉のように，離島内居
住する関係者が得た情報を生活での接点に聞き取る
ことが，保健師の情報入手ルートの一つとなってい
た．また，〈自分も含め島民はそれぞれ島内にネッ
トワークを持っているので，直接知らない住民のこ
とでも間接的に知ることができる〉〈地域の噂の広

表1　対象者の概要
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表2　保健師の生活と地域看護活動とを結びつける認識
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がり方・構造を理解しておき，地域看護活動に関す
る悪い噂に気づいたら実態を把握し，対処の必要性
を判断する〉からは，島民として持つネットワーク
により直接接点がない住民でも間接的に知る術と
なっており，島民間で情報が伝達する構造も理解で
きるようになっていた．このように，関係者や住民
の噂，島民が持つネットワークも情報入手ルートと
して認識することで〈地域看護活動や生活で情報入
手手段を複数持ち，得たい情報に応じて使い分ける〉
ことができていた．以上のサブカテゴリから，標記
のカテゴリが生成できた．

2） 生活を通して情報を把握・蓄積しておき，地域
看護活動を円滑に進める

〈生活を通して顔見知りの地域住民が増えると，
住民間のつながりや家庭の事情が分かり，地域看護
活動が展開しやすくなる〉，〈生活で住民の普段の行
動パターン・価値観・過去の出来事を把握しておく
ことで，住民の行動が予測しやすくなり，支援の必
要性に早めに気付ける〉，〈生活で把握した集落毎の
住民特性や集落間の関係性に基づき，住民の価値観

や生活にあった支援方法を検討する〉のように，保
健師は生活を通して，住民個々や家族単位では，住
民のつながり，家庭の事情，生活パターン，価値観，
過去の出来事などを把握し，集落単位では住民性や
集落間の関係性を理解していた．また，〈生活で既
に把握している情報があるため，事業対象に該当す
る住民の正確な把握にかかる作業を減らすことがで
きる〉とあるように，生活で既に理解・把握してい
る情報があることで，住民の行動の予測や支援の必
要性の判断，地域に根ざした支援方法の検討ができ，
さらに業務として必要な作業時間を短縮できると認
識していた．さらに，〈島内の趣味・観光等資源は
自ら体験して詳細な情報を収集・蓄積しておき，地
域看護活動の改善の際に想起し活用可能性を検討す
る〉，〈限られた海上交通手段や医療・文化資源を使っ
て形成される地域特有の生活様式や住民の価値観
は，自ら生活し実感することで理解できる〉，〈地域
看護活動の改善に関する相談は，地域を熟知した人
物で，かつ，生活や仕事の両方の接点から信頼でき
ると思う人物にする〉のように，仕事だけでなく，
自身の生活での体験や実感から信頼できると判断し

表2　保健師の生活と地域看護活動とを結びつける認識（続き）
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た情報を地域看護活動に活用していた．以上のサブ
カテゴリから，標記のカテゴリが生成できた．

3） 自身の生活のために構築した島内ネットワーク
は地域看護活動の発展にも役立つ

〈自分が島内教育機関で育んだ同級生ネットワー
クや自分の家族・親族と交友関係がある住民から得
られる情報を統合して，集落特性や集落間の関係性
を把握する〉，〈島内で家庭を構えることで新たな立
場や役割での付き合いが生まれ，地域を捉える側面
が増えて地域看護活動の幅が広がる〉では，学校教
育での級友との付き合いや家族・親族付き合い，子
育てでの付き合いなど，保健師が島内で生活する上
で育まれたネットワークがライフステージに応じて
発達していき，それらが地域看護活動に貢献するこ
とが認識されていた．〈島内居住が長くなると業務
外で島内機関管理職と直接話せる場が増え，保健師
としての意見を伝えることができ，新規事業立ち上
げや関係機関との組織的な連携体制構築など地域看
護活動が発展する〉，〈地区組織や諸団体に参加する
ことで，日頃の地域看護活動では関わることができ
ない住民と接点・交流を持てる〉では，地域看護活
動では接点がない島内関係機関管理職や住民とも，
地域住民が参加する地区組織や諸団体などで接点を
持つことができ，その場で保健師としての意見を伝
えることが地域看護活動の発展につながるという認
識があった．また，〈自分が保健師であることはど
の住民も知っており，生活での接点に住民が進んで
語る内容からは地域看護活動への新たな視点を学べ
る〉，〈生活での接点に地域看護活動の存在や活動内
容を住民に周知しておき，後々住民の協力が得やす
いようにする〉では，地域住民から保健師として認
知されていることを地域看護活動に活かしていた．
以上のサブカテゴリから，標記のカテゴリが生成で
きた．

4） 生活を通して住民個々の人物を把握しておき，
必要時に適任者を見極め地域看護活動への協力
を求める

〈生活を通して，住民個々の人柄，価値観，考え
方などの情報を把握しておき，地域看護活動への協
力を得たい住民かを見極めてから，協力を求める〉
では，生活の中で住民個々の人物に関する情報を得
られることで，地域看護活動への協力者として適任
な住民が見極められると認識されていた．〈業務と
生活を通して住民の島内外の家族・親戚や人間関係

を把握しておき，住民に支援が必要になった際にサ
ポートを依頼する〉では，生活を通して住民の島内
外の人間関係を把握できることで，必要時サポート
を依頼できると認識されていた．以上のサブカテゴ
リから，標記のカテゴリが生成できた．

5） 地区組織や諸団体で一住民として住民と共に活
動する経験を積み重ねるなかで，上手に協働す
るためのノウハウを身につける

〈地域看護活動に住民からの協力を求める際は，
生活で把握した相手の生活パターンから負担のない
時間帯に依頼することで，住民からの協力を最大に
引き出す〉，〈仕事として協働する前から，関係機関
職員とは個人的つながりや地区組織や諸団体で共に
活動した経験があるため，その人と上手に協働する
ためのノウハウを既に持っている〉のように，保健
師は地域看護活動で初めて関係機関職員や住民と協
働するのではなく，生活の中で既に一緒に活動した
経験があり，それを通してその相手と協働するノウ
ハウを持っていると認識されていた．以上のサブカ
テゴリから，標記のカテゴリが生成できた．

6） 保健師自身を含む島内資源の適正利用を促し，
資源利用に関する不公平を解消する

〈住民からの私的な緊急時対応依頼について，医
療機関の受診を促す〉，〈私的に依頼される家庭訪問
による健康観察に対し，地区により対応が異なると
いう不公平を避けるため，どの地区も対応しないこ
とを決心する〉では，保健師は緊急時に住民から私
的に対応を依頼されることに対して，自宅近隣の地
区と遠方の地区に対応の差が発生していたことを憂
慮しており，医療機関の受診を進める対応を取り入
れていた．また，〈生活を通して地元企業の収益構
造を知り，営業妨害にならないよう配慮しながら，
充足されていないニーズに対応できるような保健事
業を企画する〉では，保健師は生活を通して，島内
移動を担う地元企業の収益のほとんどは観光客によ
るものであることを把握し，地元企業の協力が必要
な保健事業は観光閑散期に実施するなど，島内資源
の収益構造を踏まえた無理のない利用を心がけてい
た．以上のサブカテゴリから，標記のカテゴリが生
成できた．

7） 対象住民を熟知しているという過信から支援の
必要性を見逃さないように注意する

〈対象者を熟知しているという過信から支援の必
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要性を見逃さないように注意する〉では，保健師は
生活からも長期的にも対象を把握できるため対象を
熟知しているという過信や思い込みが生まれること
に危機感を抱いており，複数の目で対象をみて支援
の必要性を判断し見逃さない体制を構築するなどし
ていた．以上のサブカテゴリから，標記のカテゴリ
が生成できた．

8） 気になるケースには勤務時間外も継続して観
察・支援することができ，対象者本人や家族の
生活実態・真のニーズにあった支援や評価が実
現できる

〈自分では対象者本人や家族への介入が困難だっ
たケースには，生活での接点に観察してその後の経
過を把握し，関係者が介入できるように図る〉，〈生
活を通して長期間かつ24時間対象者やその家族を
見守ることができ，生活の実態と真のニーズを把握
できる〉では，同じ地域に生活していることで気に
なるケースを24時間観察できることが認識されて
おり，〈自分が支援した住民のその後について生活
しているありのままの姿を観察に基づき評価できる

ため，仕事に対する意欲は高まる〉，〈気になるケー
スには休日も利用しとことん関わることができるの
で，自分の保健師としての活動の原点と思える経験
となる〉では，気になるケースに自分の生活時間を
利用してでも24時間しっかり関われたことで，対
象の生活実態を理解し，真にニーズにあった支援が
出来たことが自己評価でき，仕事への意欲が高まる
と認識されていた．以上のサブカテゴリから，標記
のカテゴリが生成できた．

9） 専門職は島内居住を機に生涯を通じた当該離島
特有の生活様式や関連資源を理解でき，専門職
として成長できる

〈島内居住する専門職に対する住民からの信頼感
や安心感は大きい〉，〈他機関専門職が家庭をもち長
く島内居住をするようになると，地域では生涯を通
じた継続的な支援がなされていることに気づき，行
政との連携に積極的になる〉では，住民が島内居住
している専門職に厚い信頼を寄せていること，また，
保健師自身も他機関専門職が離島に長期居住するよ
うになることで地域看護活動にもよい変化が起こる

表3　保健師自身の生活と地域看護活動とを結びつける認識の現れ方と現れたきっかけ（続き）
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ことに気づいていた．また，〈住民から学べるかど
うかは，人々がどのようにこの土地で暮らしている
かをどこまで見ようとするかに左右される〉では，
保健師が意識すれば住民の生活を深く理解すること
ができるメリットに気づいていた．以上のサブカテ
ゴリから，標記のカテゴリが生成できた．

10） 保健師としての信頼・責任を守るために，プラ
イベートでは住民の期待にあわせ保健師として
住民に関わる

〈住民はいつでも自分を保健師として見ており，
ちゃんとした保健師に保健指導されたいだろうか
ら，住民の前では常にちゃんとする〉からは，保健
師としてふさわしくない部分を住民に見られること
で保健師としての信頼を壊したくないという思いが
あった．さらに，〈住民の求めや状況に応じてプラ
イベートを割いてでも住民が必要な支援を提供す
る〉では，生活のなかで必要であれば生活の中であっ
ても保健師として対応していた．以上のサブカテゴ
リから，標記のカテゴリが生成できた．

11） 燃え尽きないように，保健師として振舞わなく
てもよい時間や場を作り休息する

〈時間を問わず迫られる保健師としての対応に燃
え尽きる前に，島から離れ地域看護活動と距離を置
き休む判断をする〉，〈住民の前では保健指導をする
者として常に保健師らしくいたいが，本心も言えず
疲れてしまうので，休日は外出せず住民との接点は
避ける〉から，住民には常に保健師としてちゃんと
していたいという考えからそのように行動している
が，疲労や燃え尽きにつながるため，生活の中で意
識的に休息できる環境を整えていた．以上のサブカ
テゴリから，標記のカテゴリが生成できた．

12）自分や家族が島で暮らすメリットを見出す
〈自分や家族が島で暮らすメリットを見出す〉で

は，保健師は自分らしく生活できることや島での子
育てに満足するなど，自分や家族が島で生活するこ
とに魅力を感じていた．さらに，島での生活が地域
看護活動にメリットをもたらしているという実感が
あるか，今後地域看護活動に活きるだろうという前
向きな予測をしていた．以上のサブカテゴリから，
標記のカテゴリが生成できた．

13）生活での住民との接点は避けられないことを
受け入れる

生活上での住民との接点は常にあるために，意図
的に関わりたい住民にも偶然会ってしまうことがあ
り，〈苦手な対象住民との生活での接点では，地域
看護活動に悪影響を及ぼすことがないよう注意して
関わる〉という認識や，保健師として住民に関わる
際に，自分の生活を知られていることでの関わりに
くさがあることから〈住民に保健師の私生活が知ら
れている引け目があると，地域看護活動で関わり難
くなる〉という認識があった．以上のサブカテゴリ
から，標記のカテゴリが生成できた．

3． 保健師自身の生活と地域看護活動とを結びつけ
る認識の現れ方

保健師自身の生活と地域看護活動とを結びつける
認識の現れ方には，「認識が潜在的に現れる」「潜在
的にあった認識が顕在化する」「新たな認識が顕在
化する」「顕在的認識を用いた経験やその振り返り
から新たな認識が顕在化する」「既に顕在化してい
る認識を用いて有効性を確信する」という5つの現
れ方があった．このうち，「潜在的にあった認識が
顕在化する」は，認識が顕在化する前に既にその認
識が潜在的にあったことが前後の文脈から確認でき
たものである．認識が顕在化する前からその認識が
潜在化していたかを前後の文脈から確認できなかっ
たものは「新たな認識が顕在化する」という表現で
示した．

保健師自身の生活と地域看護活動とを結びつける
認識が現れたきっかけは，6つのパターンに分類す
ることができた（表3）．保健師自身の生活と地域
看護活動とを結びつける認識のカテゴリ名は，表2
のカテゴリ番号を用いて【】で示す．
1） 地域看護活動での成果を実感した際に，自身の

生活も含めて振り返ることで，成果をもたらし
た要因として自身の生活があったことに気づく

このパターンでは，地域看護活動で成果があった
ことを実感してから，その成果に貢献した出来事が
何であったかを地域看護活動だけでなく自身の生活
も含めて振り返る際に認識が現れていた．

このパターンには次の4つの小項目が含まれてい
た．①地域看護活動で成果を実感し，その成果をも
たらした要因に自身の生活があったことに気づく，
②顕在的認識を用いた結果，成果を得られたことで
認識は有効であると感じる，③顕在的認識による期
待以上の成功から新たな認識が生まれる，④居住し
てからの家族構成やライフステージ，住民として担
う役割の変化が地域看護活動に好影響を与えたこと
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に気づく，である．
①では，地域看護活動での成果があったことを実

感してから，その成果に貢献した出来事を探す過程
で認識が顕在化していた．このパターンで現れた認
識は【2】【8】【10】【12】であった．②では，既に
顕在化している認識を意図的に用いて，予想通りの
成果が得られたことで認識の有効性を確認し確信に
至っていた．このパターンで現れた認識は【2】【3】

【4】【8】【9】【13】があった．③では，既に顕在化
している認識を意図的に用いたところ，期待以上の
成果が得られたことで，新しい認識が顕在化してい
た．このパターンで現れた認識は【3】【4】【5】【6】

【8】があった．④では，自身や家族のライフステー
ジなどの変化に合わせて地域看護活動が発展してい
ることに気づいて認識が潜在的もしくは顕在的に現
れるか，既に顕在化している認識の有効性を再確認
していた．このパターンで現れた認識は【3】【12】
であった．

2） 島で生活する中で学んだノウハウを地域看護活
動に適用することで，自身の生活と地域看護活
動が結びつく

このパターンでは，保健師自身が島内出身者であ
り，自身や親，知人らが持つ島内全域を網羅するネッ
トワークにより，日常的に地域の様々な情報が大量
に集まっていた．また，地区組織等で多くの住民と
共に行事を成し遂げてきた経験を積み重ねるなか
で，住民との協働など様々なノウハウを身につけて
いた．それらが保健師として地域看護活動にも役
立った経験から認識が顕在化した．

このパターンで現れた認識は【1】【2】【3】【5】【8】
であった．

3） 地域看護活動や生活で困難感を抱き，その困難
の原因や解決策を模索する中で，自身の生活と
地域看護活動が結びつく

このパターンでは，地域看護活動や生活で困難感
を抱いたことがきっかけとなり，それが起こった原
因や解決策を探る中で，自分の生活の中にその答え
があることに気づくことで，認識が現れていた．

困難感を感じるきっかけには，市町村合併による
配置転換で初めての地域で活動する際に感じたやり
にくさや，時間外対応など保健師として過剰な役割
を住民から期待されることなどがあった．困難感の
解決方法を検討することで認識は顕在化された．

住民からの過剰な役割期待に関しては，対応する

だけでは認識は潜在的であった．その対応が積み重
なり，疲労や葛藤が生じることで認識は顕在化した．

このパターンで現れた認識は【2】【6】【7】【9】【10】
【11】【13】であった．

4） 離島内居住する専門職と時々来島する島外専門
職では支援や住民からの反応が違うことから，
離島内居住が地域看護活動と関連していること
に気づく

このパターンでは，支援対象となる住民は同じで
あるにもかかわらず，離島内居住専門職と島外から
時々来る専門職とでは行う支援が異なることや，住
民のサービス利用行動などが異なることに気づくこ
とをきっかけに，認識が顕在化していた．

このパターンで現れた認識は【8】【9】であった．

5） 長期間離島内居住する他の専門職により地域看
護活動に成果がもたらされる経験を通して，専
門職の離島内居住が地域看護活動に利益を与え
ることに気づく

このパターンでは，自分より長期間離島内居住す
る先輩保健師が活躍する姿を見たり，他機関看護職
により自分の地域看護活動に成果がもたらされた経
験をしたりすることで，潜在的な認識が現れていた．
また，歴代短期間しか居住していなかった他機関の
専門職が長期的に離島内居住するようになり，それ
により専門職が変化し地域看護活動にも成果がでる
ようになるまでの過程を見守ることで，認識が顕在
化していた．

このパターンで現れた認識は【1】【9】【12】であっ
た．

6） 子どもが生まれ保健師以外の役割ができたこと
で，着任前から潜在的にあった認識が顕在化する

このパターンでは，島で家庭を持ち子どもが生ま
れることで，妻や母など，保健師としての役割以外
に複数の役割を同時に担うことになり，それぞれの
役割を果たすために工夫するなかで，潜在的にあっ
た認識が顕在化していた．このパターンで現れた認
識は【10】であった．

Ⅳ．考察
本研究では，離島内居住をしている保健師が持つ，

保健師自身の生活と地域看護活動とを結びつける認
識と，その認識の現れ方及び現れたきっかけを明ら
かにすることができた．まず，研究結果を先行研究
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から検証した上で，離島内居住保健師の実践知とそ
の獲得方法を検討する．
1．先行研究結果からの検証

筆者は本研究に先立ち，離島内居住する全市町村
保健師を対象に質問紙調査11）を行い，保健師が自身
の離島内居住に関連があると思う地域看護活動を明
らかにした．離島内居住に関連すると思う地域看護
活動があるということは，両者を結びつける顕在的
認識もしくは潜在的認識がその周辺にあることを示
唆する．本研究結果が先行研究結果で説明可能かど
うかを確認することにより，本研究結果の妥当性と，
本研究結果以外に離島内居住保健師の生活と地域看
護活とを結びつける認識があるかを検証できる．

そこで，先行研究結果である，保健師が自身の離
島内居住に関連があると思う地域看護活動と，本研
究結果である，保健師自身の生活と地域看護活動と
を結びつける認識とを照らし合わせ，説明可能かを
判断した．例えば，保健師が自身の離島内居住に関
連があると思う地域看護活動である「生活で捉えた
情報を保健師間で共有し地域把握しやすくする」は，
保健師自身の生活と地域看護活動とを結びつける認
識【自身の島内ネットワークと関係機関職員や住民
が持つ島内ネットワークを組み合わせ，必要な情報
を的確に入手する】があるから実現している，ある
いは，その地域看護活動を通してこの認識が現れた
と説明できる．

このようにして先行研究結果の全地域看護活動に
ついて確認した．その結果，ほとんどの先行研究結
果は本研究結果で説明できた．しかし，2つの疑問
が残った．1点目は，該当する認識がなく，説明し
難い地域看護活動がいくつかあったことである．2
点目は，該当する地域看護活動がない認識があった．
この2点について以下に検討する．
1） 離島内居住に関連はあるが実践知は獲得されて
いない地域看護活動の領域

1点目として，説明し難いと判断された地域看護
活動は8つあった．この地域看護活動を意味内容か
ら分類したところ，次の4つの活動領域に整理でき
た．すなわち，「評価に用いた生活で捉えた地域や
住民の変化は意識して数値化して示す」「活動根拠
となっている情報は保健師の中だけにとどめず保健
計画等に占め切要に意識的に文章化・データ化する」
といった “情報の数値化や見える化 ”に関する活動
領域，「個人情報の保護に敏感な住民の意識に配慮
して活動する」という “個人情報の保護 ”に関する
活動領域，「計画立案時に島外関係者に交通手段や

離島特有のニーズについて理解を得るよう働きか
け，事業を実施できるようにする」という “島外関
係者に対して離島特性の理解を促す ”活動，「島外
研修を受けられるよう日程・旅費等を確保する」と
いう “自身の研修機会の確保 ”に関する活動領域で
あった．

この4つの活動領域は，離島居住保健師が実践知
を獲得したいと思っている領域であると考えられ
る．本研究で明らかにした認識は全て実際の地域看
護活動に現れていた認識であり，既に離島内居住保
健師が獲得している実践知である．一方で先行研究
では，離島内居住に関連があると “思う ”地域看護
活動を尋ねているため，関連すると思っていても実
践知としては未だ獲得されていない領域の看護活動
も含んでいるのである．そのため，上記4つの地域
看護活動の領域は，保健師自身は離島内居住に関連
すると思っているが，実践知はまだ獲得されておら
ず，困難感があるか，実践に役立つ知識がほしいと
思っている領域であると考えられる．この領域につ
いては，合目的的にサンプリングをすることで関連
する認識を明らかにできる可能性はある．

2） 地域看護活動だけに焦点を当てると見出せない
離島内居住保健師の実践知

2点目として，該当する先行研究結果がなかった
認識は，【自分や家族が島で暮らすメリットを見出
す】であった．先行研究では，離島内居住に関連す
ると思う“地域看護活動”を尋ねている．この認識は，
地域看護活動ではなく，自分や家族の生活に関する
ものを意味しているために，先行研究に該当する結
果がないのである．本研究では，保健師自身の生活
と地域看護活動の両方に着眼したからこそ，この認
識が明らかにできたといえる．ここから，離島内居
住保健師の実践知を明らかにするためには，「地域
看護活動」だけに焦点をあてるのでは不十分であり，
保健師の生活を含めて幅広い側面から捉える必要が
あることが示唆された．

2．本研究で明らかにした認識は実践知といえるか
専門職にとって実践能力を発達させていくために

は実践知の獲得が必要である28）29）．実践知は実践
経験によって獲得された知識，技術，態度であり，
暗黙知と形式知から成る28）．暗黙知は知っていても
言葉に言い表すことができない知識30）であり，形
式知は言表可能な知識28）である．

保健師自身の生活と地域看護活動とを結びつける
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認識は保健師個々には存在していたが，言語化を試
みたのは本研究が初めてである．調査法として半構
造的面接法を用いたことで，対象保健師は実際に実
施した地域看護活動の詳細を思い起こし，自身の生
活と地域看護活動との結びつきを振り返れたため，
言語化できた．これらの認識は保健師が実践経験か
ら獲得したものであるといえ，保健師自身により言
語化された顕在的認識は形式知であり，地域看護活
動や保健師自身の生活やそれらの前後関係から明ら
かにされた潜在的認識は暗黙知であるといえる．以

上から，本研究で明らかになった保健師自身の生活
と地域看護活動とを結びつける認識は離島内居住保
健師の実践知とすることができると考える．

3．離島内居住保健師の実践知の関係性
保健師自身の生活と地域看護活動とを結びつける

認識は7つの領域に分類することができた（図1）．
地域看護活動の展開に関する実践知として3領域，
目指す地域看護活動に関する実践知として2領域，
自己管理に関する実践知は2領域であった．

1） 地域看護活動の展開に関する実践知
地域看護活動を展開するための実践知は，離島内

居住を活かして地域看護活動を遂行するための実践
知であり，情報管理に関する実践知として「地域看
護活動に必要な情報を的確に入手する」があり，住
民との協働に関する実践知として「地域看護活動を
発展させる人材を住民から見極める」があり，生活
上で獲得した知識やネットワークの応用に関する実
践知として「生活を目的として獲得したネットワー
クやノウハウを地域看護活動に用いる」が含まれる．

これら3領域の実践知は，新任期を含めた全ての
対象者に現れた認識であったことから，経験期間や
個人属性に関わらず獲得しやすい，基礎的な実践知
であると考えられた．

2）目指す地域看護活動に関する実践知
目指す地域看護活動に関する実践知には，「途切

れない関わりを活かした真のニーズに基づく支援の
実現」と「資源利用に関する公正性の実現」の2領
域が含まれる．

この2領域に該当する認識は，中堅期，ベテラン
期の者は全員顕在化していた．また，新任期の者の
場合は，1）の地域看護活動の展開に関する実践知
に該当する認識が複数個顕在化した後に顕在化して
いた．このことから，この2領域に含まれる実践知は，
複数の実践知の獲得を積み重ねた上で獲得できる上
位レベルの実践知であり，離島内居住保健師の熟達
化の となると考えられる．

3） 自己管理に関する実践知
自己管理に関する実践知には，「離島内居住する

メリットを見出す」と「保健師としての信頼を守り
ながら生活する」の2領域の実践知が含まれる．
「離島内居住するメリットを見出す」は，離島内

9 12

10

1113

8 76

12

3 5

図1　離島内居住保健師の実践知の領域と関係性
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居住という活動条件の中で，自己の能力や動機，価
値が充足される部分が島内にあることに気づき，自
己のモチベーションを維持することに関わる実践知
の領域である．シャイン31）は，自分らしく働きたい，
生きたいと思う人がキャリアを歩むうえで犠牲にし
たくないもの，大切にし続けたいものを「キャリア・
アンカー」といい，8つのキャリア・アンカーの型（「管
理能力」「技術的・機能的能力」「安全性，創造性」「自
律と独立」「奉仕・社会献身」「純粋な挑戦」「ワーク・
ライフ・バランス」）を示している．本領域に含ま
れる認識は2つあるが「技術的・機能的能力」と「ワー
ク・ライフ・バランス」の型に関連が強いといえる．
この認識は離島内居住という条件下での保健師の職
務満足や就業継続にもつながると考えられる．その
ため，本研究では明らかにならなかったが，今後，
残りの6つのキャリア・アンカーの型に関連する “離
島内居住するメリット ”が見い出されることを期待
する．

もう一つの「保健師としての信頼を守りながら生
活する」は，保健師としての信頼を築き責任をいか
に果たすかという職業人としての生活と，個人とし
ての生活の両立に関する実践知の領域である．業務
時間外であっても保健師として対応することを住民
から求められることは新任期のうちから頻回にあっ
たが，認識【10】が潜在的に現れることで本人は困
難を感じずに対応できていた．しかし，住民からの
役割期待が過剰になると対応できなくなると認識

【10】が顕在化され，認識【10】による責任感と疲
労との葛藤が起こり，その解決策を検討する中で新
たな認識【11】が顕在化され，対応できるようになっ
ていた．

このように，自己管理に関する2領域に含まれる
実践知のいくつかは潜在的に存在し，着任後すぐか
ら地域看護活動の展開を支えているといえる．住民
からの過剰な役割期待が起こるなどして負担が増加
すると実践知は顕在化し，自覚的に困難への対処を
試みるようになる．解決策を検討する過程で新たな
実践知の獲得がなされることで，自己管理が再び安
定するという関係にあると考えられた．

4．離島内居住保健師の実践知の獲得方法
実践知は環境や個人の経験に依存するものであ

り，離島ごとの文化や時代背景等によっても変化し
ていくものである．そのため，離島内居住保健師が
より良い看護実践を行っていくためには，保健師一
人ひとりが実践知を獲得していくことが期待され

る．そこで，本研究で明らかにした保健師の生活と
地域看護活動とを結びつける認識の現れ方と現れた
きっかけから，離島内居住保健師が実践知を獲得し
ていくための方法を検討した．
1）離島内居住保健師の知識の変換

実践知は，暗黙知が形式知に変換され，その形式
知の普及や実践を通して別の新たな暗黙知が生まれ
るというプロセスの繰り返しによって創造される
32）．保健師の自身の生活と地域看護活動とを結びつ
ける認識には，「認識が潜在的に現れる」「潜在的に
あった認識が顕在化する」「新たな認識が顕在化す
る」「顕在的認識を用いた経験やその振り返りから
新たな認識が顕在化する」「既に顕在化している認
識を用いて有効性を確信する」という5つの現れ方
があった．ここから，離島内居住保健師の知識には
4通りの変換があると整理できた．それは，①暗黙
知の獲得，②暗黙知の言語化，③既得形式知からの
新しい知識の創造，④形式知の活用経験を通した確
信，である．この4通りの変換で暗黙知と形式知が
円環することによって，離島内居住保健師の実践知
は発展すると考えられる（図2）．

2）実践知の獲得を促す要因
実践知の変換を促す要因となるのが，保健師自身

の生活と地域看護活動とを結びつける認識の現れた
きっかけ（表3）である．実践知の4通りの変換に
あわせて，認識が現れたきっかけを分類しなおし，
表現は端的にした（図2）．その結果，全ての変換に
共通していたきっかけは「家族構成や家族のライフ
ステージの変化，担う役割の増加」「他の専門職と
の関わり」であった．また，「地域看護活動に成果
をもたらした要因の探求」や「困難感とその解決方
法の模索」も複数の変換の段階でみられた．これら
の変換を促す要因を活用することで，離島内居住保
健師は実践知を獲得しやすくできると考えられる．
（1） 家族構成や家族のライフステージの変化，担う

役割の増加を保健師としての成長のチャンスと
捉える

保健師に子どもができると，生活で接点を持つ住
民が新たに増えたり，家族にとっての島内居住する
メリットができたり，子供の成長に応じて利用する
機関が変化したり，母親役割や保護者として地域組
織等の役職につくようになったりしていたが，それ
らが実践知の獲得につながっていることが示され
た．結婚や出産，育児を島内で行っていくことは多
少の戸惑いや気苦労もあるだろうが，それらの経験
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が保健師としての成長にもつながることを意識する
ことが実践知の獲得につながると考える．
（2） 他専門職との関わりを通して気づく

島内に長期間居住する他専門職によってもたらさ
れる地域看護活動での成果の実感や，自分たち離島
内居住保健師が行う地域看護活動と島外から時々来
島する保健師が行う地域看護活動との違いに気づく
ことが含まれている．

他専門職との関わりからの学びとしては，一般的
には，モデルとなる熟達者の態度の模倣や，熟達者
によるコーチングを通して学ぶことをイメージしや
すいが，本研究結果からは，離島内居住保健師は他
の専門職と自分の地域看護活動を比較し，生活の場
の違いや島内居住期間の違いが地域看護活動の違い
を生むことに気づくことが，実践知の獲得につなが
るといえる．
（3） 地域看護活動の成果や地域看護活動や生活にお

ける困難感について，自身の生活を含めた広い
側面から振り返り，成果の要因や解決策を探求
する

保健師は，地域看護過程が進み成果を実感できた
時に，どうしてうまくいったのかを振り返り，そこ
に自身の生活が寄与していたことに気づくことで，
両者を結びつける認識を獲得していた．また，地域
看護活動や生活上に困難感があるときには，その解
決策を検討する過程で保健師の生活と地域看護活動
とを結びつけて解決策を検討していた．このように，

成果の実感や困難感がある際に，地域看護活動だけ
でなく，保健師の生活を含めた幅広い側面から振り
返ることが になっていると考えられる．

生活上で感じる困難感については，個人の問題だ
からと干渉しあわず，個人で抱え込みやすいことが
考えられる．保健師が生活上で感じる困難感を，離
島内居住する専門職の共通する課題として捉え，職
場でその解決に向け検討し合うことができれば，実
践知を獲得しやすくなると考えられる．

Ⅴ．おわりに
本研究では，離島内居住する市町村保健師の生活

と地域看護活動とを結びつける認識とその現れ方と
現れたきっかけを明らかにすることができた．その
結果から，これまでなかなか言語化されず共有され
てこなかった，離島内居住保健師の実践知とその獲
得方法を検討することができた．これらの知見は，
離島内居住について分かり合える仲間が乏しい状況
に置かれている保健師にとって，自分の地域看護活
動の理解や実践知の獲得，看護実践能力の向上，就
業の継続などに役立つと考える．

しかし，本研究は保健師の離島内居住のみに焦点
を当てているため，今回検討した実践知は離島内居
住保健師が持つ実践知の一部であると考える．今後，
離島内居住保健師の看護実践能力の向上方法を検討
していくには，離島内居住保健師が持つ実践知の全
容や看護実践能力を明らかにし，それらの実践知や

図2　離島内居住保健師の知識の変換と変換を促す要因
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看護実践能力がどのような過程で獲得や向上してい
るかを明らかにする必要がある．
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